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三
．
ド
イ
ツ
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
地
検
分

吉
野
作
造
が
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
留
学
生
活
で
心
血
を
注
い
だ
の
は
、「
實
地
を
見
聞
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
吉
野
は
数
多
く
の
施

設
を
貪
欲
に
見
学
し
、
そ
の
観
察
眼
は
王
侯
貴
族
か
ら
市
井
の
一
般
人
に
ま
で
及
ん
だ
。
本
論
で
は
、
①
宗
教
、
②
君
主
制
、
③
社
会
主
義

運
動
、
④
婦
人
運
動
、
⑤
日
本
・
西
洋
比
較
の
五
点
に
分
け
て
、
留
学
中
の
吉
野
の
言
動
を
整
理
し
て
み
た
い
。

①
吉
野
作
造
が
最
も
熱
心
に
探
求
し
た
の
が
ド
イ
ツ
の
宗
教
事
情
で
あ
っ
た
。
本
郷
教
会
の
雑
誌
『
新
人
』
で
健
筆
を
揮
っ
て
い
た
「
翔

天
生
」
が
、
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
事
情
に
興
味
を
懐
い
た
の
は
自
然
の
数
で
あ
ろ
う
。
吉
野
が
最
初
に
訪
れ
た
教
会
は
、
日
記
で
辿
れ
る

範
囲
で
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
旧
市
街
の
聖
霊
教
会
で
あ
っ
た
（
１
１
７
）。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
吉
野
作
造
は
、
や
は
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
会
堂
を
多
く
訪
れ
て
い
る
。
日
記
に
記
録
が
残
っ
て
い
る
の

は
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ム
の
ル
タ
ー
教
会
（
１
６
０
）、
マ
イ
ン
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
（
１
６
２
）、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
ク
ロ
ス
タ
ー

教
会
（
２
８
９
）、
ベ
ル
リ
ン
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
皇
帝
記
念
教
会
（
２
７
３
）
な
ど
で
あ
る
。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
三
月
三
日

に
訪
れ
た
ベ
ル
リ
ン
大
聖
堂
で
は
、
吉
野
は
こ
う
感
想
を
述
べ
て
い
る
。「
流
石
ニ
皇
帝
ノ
大
金
ヲ
カ
ケ
テ
作
ラ
レ
シ
モ
ノ
ト
テ
壮
麗
眼

ヲ
驚
カ
ス
モ
ノ
ア
リ　

B
udapest

ノStephans K
irche

ニ
モ
劣
ル
マ
ジ
ク
見
ユ
」（
２
７
５
）。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
は
、
衛
戍
教
会
を

吉
野
作
造
の
ド
イ
ツ
留
学
（
二
）

今　

野　
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二

訪
れ
て
い
る
（
２
９
５
）。
吉
野
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
訪
問
は
ド
イ
ツ
を
離
れ
て
か
ら
も
続
き
、
ナ
ン
シ
ー
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

会
（
３
０
４
）、
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
寺
院
（
３
９
０
）、
シ
テ
ィ
ー
・
テ
ン
プ
ル
（
３
９
２
）、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院

（
３
９
２
）、
シ
カ
ゴ
の
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
教
会
（
４
０
３
）
な
ど
に
足
を
向
け
て
い
る
。

教
会
堂
訪
問
と
並
行
し
て
、
吉
野
作
造
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
名
所
旧
跡
を
巡
礼
し
、
宗
教
改
革
の
時
代
に
思
い
を
馳
せ
た
。

「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
の
語
を
生
ん
だ
帝
国
議
会
の
開
催
地
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
で
は
、
吉
野
は
事
件
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
教
会
を
訪
れ
た
（
１
５
５
）。
ル
タ
ー
が
帝
国
議
会
の
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
や
選
帝
侯
た
ち
の
前
で
「
私
は
こ
こ
に
立
つ
」
と
啖
呵
を
切
っ

た
と
さ
れ
る
ヴ
ォ
ル
ム
ス
で
は
、
吉
野
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
カ
ト
リ
ッ
ク
大
聖
堂
に
は
目
も
く
れ
ず
に
、
そ
の
近
く
の
ル
タ
ー
記
念
碑
だ

け
を
見
学
し
、「
壮
大
当
国
第
一
ナ
リ
」
と
そ
の
威
厳
を
称
え
て
い
る
（
１
６
２
）。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
四
月
三
日
に
訪
れ
た

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
は
、
ル
タ
ー
や
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
旧
蹟
を
隈
な
く
訪
ね
て
い
る
（
２
８
２
）。
更
に
吉
野
は
翌
日
、
三
十
年
戦
争
で

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
支
援
を
掲
げ
て
ド
イ
ツ
に
侵
攻
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
が
、
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
麾
下
の
カ
ト

リ
ッ
ク
軍
を
破
っ
て
戦
死
し
た
古
戦
場
リ
ュ
ッ
ツ
ェ
ン
（
一
六
三
二
年
）
を
訪
ね
よ
う
と
し
た
（
天
候
不
順
で
断
念
）（
２
８
３
）。
同
年
四

月
一
四
日
に
は
、
吉
野
は
エ
ル
フ
ル
ト
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
派
修
道
院
で
ル
タ
ー
の
居
住
し
た
部
屋
を
見
学
し
た
あ
と
、
同
日
ヴ
ァ
ル
ト

ブ
ル
ク
城
で
ル
タ
ー
が
新
約
聖
書
を
独
訳
し
た
部
屋
を
見
学
し
て
い
る
（
２
８
７
）。

吉
野
作
造
は
教
会
堂
や
名
所
旧
跡
の
観
光
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
生
き
た
現
実
に
肉
薄
し
よ
う
と
し
た
。

吉
野
は
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
七
月
、
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
到
着
直
後
に
、
早
々
と
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
「
基
督
教
青

年
会
」（
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
）
に
入
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
基
督
教
青
年
会
は
ベ
ル
リ
ン
に
本
部
が
あ
り
、
世
界
の
基
督
教
青
年
会
と
繫
が
っ
て
い

た
。
吉
野
は
キ
リ
ス
ト
教
国
ド
イ
ツ
の
大
学
で
あ
り
な
が
ら
参
加
者
が
僅
か
一
七
、八
人
で
あ
る
こ
と
、
思
想
は
陳
腐
だ
が
、
ド
イ
ツ
の

学
生
に
は
珍
し
く
性
風
俗
が
乱
れ
て
い
な
い
こ
と
に
驚
い
て
い
る
（「
滯
德
日
記
」
３
８
１
―
３
８
３
）。
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
は
そ
の
後

も
吉
野
の
活
動
拠
点
の
一
つ
と
な
り
、
彼
は
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
も
ヴ
ィ
ー
ン
で
も
こ
れ
参
加
し
た
。
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
七

月
一
三
日
に
ヴ
ィ
ー
ン
で
は
、
吉
野
は
語
学
能
力
不
足
を
理
由
に
固
辞
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
参
会
者
に
強
く
請
わ
れ
て
日
本
の
基
督
教
青

（282）
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三

年
会
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
た
。
初
め
て
の
ド
イ
ツ
語
講
演
を
準
備
な
し
で
一
時
間
半
も
さ
せ
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
と
き
吉
野
は
「
大
ニ

冷
汗
ヲ
流
」
し
た
と
い
う
（
１
９
８
―
１
９
９
・
２
２
２
）１

。
や
が
て
吉
野
は
、
友
人
ハ
ー
ネ
の
伝
でEntw

icklung des C
hristentum

s in 

Japan
な
る
論
文
をD

as Volk

と
い
う
雑
誌
（
未
確
認
）
に
掲
載
す
る
こ
と
に
な
る
（
２
２
８
）。
こ
の
論
文
の
執
筆
は
、
吉
野
が
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ク
時
代
の
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
一
〇
月
五
日
か
ら
進
め
て
き
た
も
の
だ
っ
た
（
１
３
１
）。
外
に
も
吉
野
は
、
一
九
一
三

年
（
大
正
二
年
）
二
月
一
九
日
に
再
び
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ム
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
牧
師
の
説
教
を
聞
き
（
３
７
２
）、
ま
た
四
日
後
に
同

地
で
堅
信
礼
を
見
学
し
て
い
る
（
３
７
３
）。
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
一
二
月
二
五
日
、
ド
イ
ツ
で
の
最
初
の
降
誕
祭
に
、
吉
野
は

シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ム
の
ハ
ー
ネ
家
で
の
祝
宴
に
参
加
し
、
翌
日
教
会
で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
児
童
礼
拝
に
参
加
し
て
い
る
（
１
６
０

―
１
６
１
）。
吉
野
は
こ
こ
で
、
日
本
の
教
会
の
説
教
は
長
く
て
閉
口
す
る
が
、
未
信
者
相
手
の
た
め
伝
道
目
的
で
熱
が
入
っ
て
い
る
、
ド

イ
ツ
で
は
説
教
が
短
く
て
良
い
も
の
の
、
聴
衆
が
み
な
信
者
の
た
め
内
容
が
陳
腐
だ
と
の
感
想
を
懐
い
て
い
る
（
１
６
１
）。
ベ
ル
リ
ン
で

は
吉
野
の
活
動
も
活
撥
に
な
っ
た
。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
三
月
一
三
日
、
吉
野
は
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
教
会
で
中
国
や
日
本
に
つ
い

て
の
講
演
を
聞
き
、
上
映
さ
れ
た
「
幻
灯
」
の
な
か
に
知
り
合
い
の
「
高
野
牧
師
」
の
姿
を
目
に
し
て
い
る
（
２
７
６
）。
三
月
一
九
日
に

は
、
吉
野
は
「
自
由
宗
教
派
」
の
集
会
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ナ
ウ
マ
ン
ら
の
演
説
を
聞
い
た
。「
夜
ハ
自
由
宗
教
派
ノ
演
説
会
ノ
傍
聴
ニ
行

ク　

Friedrich N
aum

ann

モ
弁
士
ノ
一
人
ナ
リ
シ
ガ
軀
ノ
大
キ
イ
顔
ノ
四
角
ナ
色
ノ
黒
イ
頑
丈
ナ
一
癖
ア
リ
サ
ウ
ナ
男
ナ
リ　

演
説
ハ
雄

大
ニ
シ
テ
巧
者
満
場
魅
セ
ラ
ル
ヽ
ノ
観
ア
リ　

筆
ヲ
取
ツ
テ
モ
一
代
ノ
雄
日
本
ナ
ラ
バ
三
宅
先
生
ノ
弁
ノ
雄
大
ナ
ル
モ
ノ
カ
」（
２
７
７

―
２
７
８
）。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
四
月
一
〇
日
、
美
し
い
渓
谷
を
縫
っ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
駅
に
着
い
た
吉
野
は
、
ザ
ク
セ
ン=

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
・
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
大
公
国
の
宮
廷
説
教
師
ヴ
ィ
ル
フ
リ
ー
ト
・
シ
ュ
ピ
ン
ナ
ー
（
ス
ピ
ン
ネ
ル
）
を
訪
ね
た
。
こ
の
シ
ュ
ピ
ン

ナ
ー
は
一
八
八
五
年
か
ら
一
八
九
一
年
ま
で
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
宣
教
師
だ
が
、
丁
度
宮
廷
に
伺
候
す
る
と
こ
ろ
で
吉
野
は
十
分
に
話
せ

な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
吉
野
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
で
開
催
中
の
全
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
道
教
会
の
訓
育
教
程
を
二
日
に
亙
っ
て
見
学
し
て
い

る
（
２
８
４
）。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
四
月
一
九
日
、
吉
野
は
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
市
副
牧
師
ピ
ュ
ル
ツ
な
る
人
物
に
出
会
い
、

「
此
男
中
々 O

rthodox 

ナ
リ
」
と
警
戒
し
て
い
る
（
２
８
９
）。

（281）



愛知県立大学大学院国際文化研究科論集第 12 号（2011）

四

吉
野
作
造
は
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
訪
問
し
て
、
そ
れ
ら
が
（
後
述
の
よ
う
に
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
）
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
と
余
り
変
わ
ら
な
い
と
感
じ
、
大
い
に
落
胆
し
た
。
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
教
会
で
、
前
述
の
正
統
派
牧
師

ピ
ュ
ル
ツ
の
礼
拝
を
見
た
と
き
の
感
想
で
あ
る
。「
説
教
後
祭
壇
ノ
前
ニ
テ
声
ニ
節
ヲ
付
ケ
テ
祈
禱
ヲ
捧
グ
ル
所
丸
デ
旧
教
的
ナ
リ　

要
ス

ル
ニ
独
乙
ノProtestantism

us

ハ
其
教
理
ニ
於
テ K

atholizism
us

ト
異
ル
所
ヲ
見
ズ　

R
om

e

法
王
ノ
教
権
ヲ
認
メ
ザ
ル
ト
其
儀
式
ノ
左
マ

デ
複
雑
ナ
ラ
ザ
ル
ト
ノ
外
何
処
ニ
両
者
ノ
差
異
ヲ
認
ム
ベ
キ
ヤ　

予
ハ
深
クLuther

ノ
何
ヲ
説
キ
シ
カ
ヲ
知
ラ
ズ　

去
レ
ドLuther

以
後

独
乙
ノ
新
教
ハ
旧
教
ニ
跡
戻
リ
セ
シ
ニ
非
ズ
ヤ
ノ
感
ア
リ　

新
教
旧
教
ノ
争
ハ
必
竟
名
目
ニ
依
リ
テ
障
壁
ヲ
立
ツ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
モ
知
ル
可

カ
ラ
ズ
」（
２
９
２
）。
ま
た
吉
野
は
、
友
人
ハ
ー
ネ
の
故
郷
で
あ
る
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ム
で
、
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
の
領
邦
教
会
制
度
に
触
れ
た
。
人
口
二
万
足
ら
ず
の
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ム
に
立
派
な
教
会
堂
が
あ
る
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
た
吉

野
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
で
は
「
所
得
税
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
の
教
会
税
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
壮
大
な
教
会
堂
が
建
立
さ
れ
、

聖
職
者
に
高
給
が
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
（
１
５
７
）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ヴ
ィ
ー
ン
で
は
、
吉
野
自
身
が
地
元
の
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
教
会
か
ら
教
会
税
を
払
う
よ
う
督
促
状
を
受
け
取
り
、
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
（
２
２
８
）。

ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
領
邦
教
会
に
批
判
的
な
吉
野
作
造
は
、
ド
イ
ツ
に
あ
る
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
系
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
自
由

教
会
に
好
ん
で
足
を
運
ん
だ
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
の
吉
野
は
、
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
一
〇
月
一
六
日
に
プ
フ
ォ
ル
ツ
ハ
イ
ム

で
友
人
シ
ュ
タ
ー
ル
の
案
内
に
よ
り
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
教
会
を
訪
ね
て
い
る
。
吉
野
は
質
素
な
教
会
堂
に
「
気
持
ヨ
シ
」
と
共
感
を
示
し
た

が
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ド
ラ
ム
モ
ン
ド
の
著
作
を
連
想
す
る
長
い
説
教
に
は
、
海
老
名
彈
正
の
説
教
の
方
が
情
熱
に
お
い
て
上
だ
と
感
想
を
記
し

て
い
る
（
１
３
５
）。
こ
の
経
験
が
影
響
し
た
の
か
、
吉
野
は
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
一
〇
月
二
三
日
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
再
び

シ
ュ
タ
ー
ル
と
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
教
会
に
赴
い
て
い
る
（
１
３
７
）。
吉
野
は
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
二
月
五
日
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で

も
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
教
会
を
訪
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
資
金
援
助
に
頼
る
非
領
邦
教
会
の
運
営
の
困
難
さ
を
実
感
し
た
（
１
７
９
）。
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ

ル
ク
で
は
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
三
月
二
六
日
、
更
に
メ
ノ
ナ
イ
ト
教
会
も
訪
問
し
て
い
る
（
１
８
９
）。
吉
野
は
ロ
ン
ド
ン
に
移

る
と
、
一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）
四
月
二
七
日
に
シ
テ
ィ
ー
・
テ
ン
プ
ル
で
キ
ャ
ン
ベ
ル
（
牧
師
？
）
の
説
教
を
聞
き
、
好
感
を
懐
い
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五

て
い
る
（
３
９
２
）。
た
だ
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
系
キ
リ
ス
ト
教
会
で
あ
れ
ば
、
吉
野
に
は
全
て
好
ま
し
く
見
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）
四
月
二
〇
日
、
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
寺
院
を
見
学
し
た
と
き
の
感
想
で
あ
る
。「
中
モ
頗

ル
結
構
ナ
リ　

但
シ
礼
拝
ハ
聞
キ
及
ビ
シ
通
リ
長
ク
シ
テ
儀
式
一
点
張
リ
ナ
ル
コ
ト
旧
教
以
上
ナ
リ　

説
教
ハ
三
十
分
斗
リ
デ
済
ミ
タ
ル
モ

説
教
マ
デ
ガ
一
時
半
モ
カ
ヽ
レ
リ　

之
レ
デ
ハ
心
ア
ル
信
徒
ノ
間
ニ
不
平
ノ
声
ア
ル
モ
尤
モ
ナ
リ
」（
３
９
０
）。
吉
野
は
カ
ト
リ
ッ
ク
批
判

の
論
法
を
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
に
も
当
て
は
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
留
学
は
吉
野
作
造
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
そ
の
関
連
施
設
を
間
近
で
観
察
す
る
機
会
も
与
え
た
。
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三

年
）
一
一
月
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
を
訪
れ
た
吉
野
は
、
当
地
の
「
三
四
ノ
旧
教
寺
院
」
や
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
「
ユ
リ
ウ
ス
病
院
」
と
バ

イ
エ
ル
ン
王
立
師
範
学
校
を
訪
れ
て
い
る
（
１
４
１
―
１
４
２
）。
同
年
一
二
月
一
六
日
に
は
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
で
、
大
聖
堂
を
見
て
「
壮
麗

目
ヲ
驚
カ
ス
者
ア
リ
」
と
述
べ
て
い
る
（
１
５
５
）。
吉
野
は
ま
た
、
ケ
ル
ン
の
大
聖
堂
（
１
５
６
）、
マ
イ
ン
ツ
の
大
聖
堂
（
１
６
２
）、

ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
マ
リ
ー
エ
ン
ベ
ル
ク
要
塞
礼
拝
堂
（
２
０
７
）、
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
の
ヤ
ー
コ
プ
教
会
（
２
１
０
）、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

の
聖
母
教
会
（
２
１
３
）、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
大
聖
堂
（
２
１
５
）、
ヴ
ィ
ー
ン
の
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
大
聖
堂
（
２
１
６
・
２
２
７
）、
ブ
ダ

ペ
ス
ト
の
ブ
ダ
王
宮
教
会
と
聖
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン
教
会
（
２
１
９
）、
メ
ル
ク
の
修
道
院
（
２
３
１
）、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
大
聖
堂

（
２
９
４
）
な
ど
を
訪
れ
て
い
る
。
更
に
吉
野
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
パ
リ
の
マ
ド
レ
ー
ヌ
寺
院
（
３
２
２
）、
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
大
聖
堂

（
３
４
９
・
３
５
８
）、
サ
ク
レ
・
ク
ー
ル
寺
院
（
３
５
０
）、
ラ
ン
ス
の
大
聖
堂
（
３
６
４
）、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
の
大
聖
堂
（
３
８
０
）

も
訪
れ
て
い
る
。

吉
野
作
造
は
女
中
グ
レ
タ
の
故
郷
で
あ
る
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
郊
外
の
村
リ
ー
デ
ン
ハ
イ
ム
を
何
度
も
訪
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
生
活
を

観
察
し
た
。
吉
野
は
一
九
一
〇
／
一
九
一
一
年
（
明
治
四
三
／
四
四
年
）
の
年
末
年
始
に
こ
こ
に
初
め
て
滞
在
し
、
年
越
の
祝
祭
を
体
験

し
た
が
、
そ
れ
以
降
も
繰
り
返
し
滞
在
し
、
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
四
月
二
日
に
聖
体
行
列
を
見
物
し
た
り
（
１
９
１
）、
復
活
祭

前
日
（
四
月
一
五
日
）
の
行
列
を
見
物
し
た
り
（
１
９
４
）、
四
月
二
四
日
に
堅
信
礼
を
受
け
る
少
年
少
女
の
一
団
に
遭
遇
し
た
り
し
て
い

る
（
１
９
６
―
１
９
７
）。
吉
野
は
、
説
教
が
な
く
礼
拝
だ
け
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
儀
式
を
目
撃
し
て
、
ま
る
で
仏
寺
へ
行
っ
た
か
の
よ
う
だ
、
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（
聖
職
者
が
）
芝
居
で
見
る
よ
う
な
服
を
着
て
い
る
な
ど
と
、
す
っ
か
り
呆
れ
て
い
る
（
１
６
６
）。
更
に
「
滯
德
日
記
」
に
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
農
村
の
生
活
風
景
に
懐
く
興
味
と
違
和
感
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
驚
い
た
の
は
年
中
缺
か
さ
ず
每
日
禮
拜
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
嚴

寒
の
時
候
で
も
每
朝
八
時
半
か
ら
禮
拜
が
あ
る
。
日
曜
日
の
朝
に
は
特
に
說
敎
が
あ
る
。
日
曜
に
は
此
外
午
後
に
子
供
の
は
一
時
半
位
で
終

る
け
れ
ど
も
、
處
に
よ
り
て
は
三
時
間
も
續
く
さ
う
で
あ
る
。
其
間
禮
拜
と
云
つ
て
も
祈
禱
書
の
順
序
に
從
つ
て
讚
美
歌
を
う
た
ひ
、
祈
禱

文
を
讀
む
丈
け
で
あ
る
。
局
外
の
見
物
人
に
は
頗
る
怠
屈
で
あ
る
。
一
年
三
百
六
十
五
日
も
缺
か
さ
ず
や
る
の
に
、
全
村
殆
ん
ど
擧
つ
て
出

す
る
の
に
驚
い
た
。
子
供
で
も
、
苟
く
も
學
齡
以
上
は
必
ず
出

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
考
へ
て
見
れ
ば
可
愛
相
で
あ
る
。
牧
師
の
讀
經
か
ら

衣
物
ま
で
、
日
本
の
佛
僧
其
儘
だ
〔
。〕
禮
拜
の
際
は
獨
乙
語
で
モ
ン
ス
ト
ラ
ン
ツ
（die m

onstranz 

〔sic!

〕）
と
い
ふ
者
に
向
つ
て
祈
る
。

一
尺
ば
か
り
の
金
で
作
つ
た
ピ
カ
〳
〵
す
る
者
で
、
神
の
姿
に

つ
た
者
だ
と
云
ふ
。
一
名
『
聖
の
聖
な
る
も
の
』（A

ller-H
eiligste

）
と

も
云
ふ
。
禮
拜
の
終
り
に
、
牧
師
が
恭
し
く
白
い
布
で
手
を
包
ん
で
之
を
捧
げ
て
信
者
の
方
に
向
ふ
と
、
信
者
は
難
有
さ
〔
有
難
さ
？
〕
身

に
餘
つ
て
十
字
を
切
る
。」（「
滯
德
日
記
」
２
８
３
）

吉
野
作
造
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ら
し
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
主
義
、
偶
像
崇
拝
、
儀
式
重
視
、
反
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
酷

評
し
た
。「
予
の
考
で
は
、
舊
敎
は
專
制
一
點
張
り
で
行
く
。
牧
師
の
言
は
信
者
に
取
つ
て
王
侯
の
言
で
あ
る
。
子
依
の
時
か
ら
ア
レ
で
押

し
付
け
て
行
く
の
だ
か
ら
能
く
無
理
も
通
る
の
で
あ
ら
う
。
牧
師
は
何
れ
も
頗
る
激
烈
に
押
し
て
來
る
。
舊
敎
で
牧
師
に
妻
帶
を
禁
じ
た
の

は
中
々
意
味
が
あ
る
と
思
ふ
。
妻
帶
す
る
と
人
間
は
軟
か
に
成
る
。
舊
敎
が
若
し
牧
師
の
妻
帶
を
許
し
た
ら
、
牧
師
は
常

的
に
な
り
て
今

ま
で
の
や
う
に
非
文
明
の
壓
制
は
能
く
し
得
ま
い
。」（「
滯
德
日
記
」
２
８
３
）「
又
或
る
時
十
九
に
な
る
大
學
生
の
舊
敎
徒
と
話
し
た
時
、

ウ
ッ
カ
リ
あ
な
た
の
御
國
の
偉
人
ル
ー
テ
ル
が
と
や
つ
た
ら
、『
彼
は
决
し
て
偉
人
に
非
す
』（Er ist kein G

rosser

）
と
一
本
や
ら
れ
て
閉

口
し
た
。
舊
敎
で
は
歷
史
を

げ
て
ル
ー
テ
ル
を
凡
人
に
し
て
仕

つ
て
居
る
。」（「
滯
德
日
記
」
２
８
６
）「
兎
に
角
舊
敎
は
本
來
今
の
時

勢
と
逆
行
す
る
も
の
だ
か
ら
、
構
は
ず
に
置
け
ば
衰
頽
に
傾
く
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
法
王
始
め
僧
侶
等
は
、
極
力
現
勢
を
維
持

せ
ん
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
盡
す
だ
け
、
そ
れ
だ
け
案
外
愚
民
の
間
に
基
礎
は
堅
い
。」（「
滯
德
日
記
」
２
８
５
）
吉
野
の
ド
イ
ツ
滞
在
中
に

当
る
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
九
月
一
日
、
教
皇
ピ
ウ
ス
一
〇
世
は
「
近
代
主
義
者
宣
誓
」（M

odernisteneid

）
の
制
度
を
定
め
た
。
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七

こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
義
や
習
慣
を
信
奉
し
、
近
代
的
観
点
か
ら
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
を
し
な
い
と
聖
職
者
志
願
者
ら
に
宣
誓
さ

せ
る
と
い
う
制
度
で
、
ピ
ウ
ス
九
世
の
路
線
を
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
吉
野
は
翌
年
一
月
一
五
日
に
ラ
テ
ン
語
宣
誓
文
の
独
訳
に
接
し
て
激

怒
し
て
い
る
。「
旧
教
ノ
伝
説
ヲG

öttliche U
rsprung [sic!] 

ト
シ
テ
其
儘
之
ヲ
信
ジ
此
伝
説
ニ
反
ス
ル
モ
ノ
ヲ
一
切
斥
ケ
進
化
論
ヲ
否
定

シ
聖
書
ノ
科
学
的
研
究
ヲ
否
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
誓
ハ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
実
ニ
暴
戻
ヲ
極
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ　

斯
ン
ナ
コ
ト
ガ
真
面
目
ニ
受
ケ

取
ラ
ル
ヽ
ト
ハ
旧
教
ノ
惰
性
モ
亦
大
ナ
リ
ト
云
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
」（
１
７
３
）。

吉
野
作
造
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
内
自
由
教
会
と
も
言
う
べ
き
古
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
強
い
興
味
を
示
し
て
い
る
。
古
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と

は
、
ピ
ウ
ス
九
世
の
教
皇
全
権
主
義
に
反
撥
し
、
旧
来
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
在
り
方
に
留
ま
る
と
称
し
て
教
皇
庁
か
ら
分
離
し
た
宗
派
で

あ
る
。
古
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
ド
イ
ツ
を
中
心
に
周
辺
国
に
展
開
し
た
が
、
ロ
ー
マ
に
抵
抗
す
る
ド
イ
ツ
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
し
て
、

第
三
帝
国
体
制
の
も
と
で
は
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
吉
野
が
最
初
に
訪
れ
た
古
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
と
共
同

使
用
に
な
っ
て
い
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
旧
市
街
の
聖
霊
教
会
で
あ
っ
た
が
、
吉
野
は
こ
れ
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
と

の
共
同
使
用
教
会
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
た

２
。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
三
月
三
日
、
吉
野
は
ベ
ル
リ
ン
・
ク
ロ
ス
タ
ー
通
の
古
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
日
曜
日
朝
の
ミ
サ
を
訪
れ
た
。
吉
野
の
感
想
は
淡
々
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。「
十
時
四
十
五
分
ノ
始
リ
ナ
ル
ガ
五
分
斗
リ

後
レ
シ
ガ
丁
度
説
教
ノ
最
中
ナ
リ　

相
応
ニ
大
ナ
ル
ガ
会
衆
ハ
僅
ニ
三
十
名
斗
リ　

男
女
相
半
バ
シ
多
ク
ハ
老
人
ナ
リ　

A
lter

モ
至
ツ
テ

簡
単
ナ
リ　

M
esse

モ
本
式
ノK

atholische K
irche

ヨ
リ
ハ
簡
単
ナ
レ
ド
モ
大
抵
ハ
同
一
ナ
リ
」（
２
７
５
）。
三
月
一
三
日
に
は
、
吉
野

は
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
通
に
古
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
祭
ト
ラ
ウ
ビ
ン
ガ
ー
を
訪
ね
、
同
教
会
に
つ
い
て
丁
寧
な
説
明
を
受
け
た

（
２
７
６
）。

キ
リ
ス
ト
教
と
並
ん
で
吉
野
作
造
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
も
関
心
を
懐
き
、
会
堂
や
施
設
を
再
三
訪
れ
て
い
る
。
吉
野
は
す
で
に
一
九
一
一
年

（
明
治
四
四
年
）
九
月
二
四
日
に
ヴ
ィ
ー
ン
で
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
見
学
を
試
み
（
但
し
休
館
中
・
２
４
２
）、
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）

九
月
二
七
日
に
プ
ラ
ハ
で
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
を
見
学
し
珍
し
が
る
な
ど
（
２
４
３
）、
ユ
ダ
ヤ
人
に
興
味
を
示
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
イ
ェ
リ

ネ
ッ
ク
夫
妻
と
の
出
会
い
が
、
一
つ
の
契
機
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
三
月
一
日
、
吉
野
は
在
留
邦
人
の
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仲
間
と
ベ
ル
リ
ン
・
オ
ラ
ニ
エ
ン
ブ
ル
ク
通
の
大
シ
ナ
ゴ
ー
グ
を
訪
れ
、
金
曜
日
の
晩
禱
を
見
学
し
た
。「
二
三
千
人
モ
入
リ
サ
ウ
ナ
会
堂

ナ
ル
ガ
来
会
者
ハ
数
百
人
ニ
足
ラ
ズ　

男
モ
帽
子
ヲ
取
ラ
ズ
其
儘
礼
拝
ニ
列
ス
ト
ハ
兼
々
聴
キ
居
リ
シ
ガ
婦
人
ハ
悉
ク
楼
上
ニ
会
シ
即
チ
男

女
其
席
ヲ
同
ウ
セ
ザ
ル
ハ
聊
カ
妙
ニ
考
ラ
ル　

正
面A

lter

ノ
前
ニ
テR

abbiner

頻
リ
ニ
祈
禱
文
ヲ
読
ミ
時
ニ
美
妙
ナ
ル
音
楽
ヲ
挿
ム　

僧

ノ
祈
禱
音
声
ウ
ル
ワ
シ
ク
調
諧
ア
リ
テ
宛
ト
シ
テO

pergesang

ヲ
聴
ク
ガ
如
ク
人
ヲ
シ
テ
恍
惚
タ
ラ
シ
ム
」（
２
７
４
）。
こ
こ
で
吉
野
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
祈
禱
を
、「
ウ
ル
ワ
シ
ク
」、「
美
妙
ナ
ル
」、「
恍
惚
タ
ラ
シ
ム
」
な
ど
の
好
意
的
な
評
価
を
交
え
て
紹
介
し
て
い
る
。
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
場
合
、
説
教
が
少
な
く
祈
禱
中
心
の
礼
拝
は
仏
教
的
だ
と
否
定
の
対
象
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
疑
念
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
正

統
派
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
吉
野
は
何
故
か
同
じ
基
準
で
ユ
ダ
ヤ
教
正
統
派
を
批
判
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
れ
で
も

吉
野
は
、
男
性
が
脱
帽
せ
ず
男
女
同
席
で
な
い
こ
の
大
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
儀
式
に
、
一
抹
の
違
和
感
を
も
懐
い
て
い
た
。
そ
こ
で
吉
野
は
改
革

派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
世
界
に
も
足
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
三
月
一
〇
日
（
日
曜
日
）、
吉
野
は
「
自
由
宗
教
共

同
体
」（Freireligiöse G

em
einde

）
の
集
会
を
訪
れ
た
。
吉
野
は
当
初
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
集
会
だ
と
誤
解
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
ユ
ダ
ヤ

教
正
統
派
の
批
判
な
ど
が
盛
ん
に
為
さ
れ
る
の
を
聞
い
て
、
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
参
加
者
に
多
い
の
で
は
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

（
２
７
６
）。
そ
の
一
週
間
後
の
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
三
月
一
七
日
、
吉
野
は
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
解
放
記
念
祭
」（
一
八
一
二

年
三
月
一
二
日
の
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
を
記
念
す
る
祭
典
）
を
見
学
す
る
。
こ
の
賑
や
か
な
集
会
で
、
吉
野
は
男
性

の
脱
帽
や
男
女
同
席
な
ど
、
彼
か
ら
見
て
違
和
感
の
な
い
ユ
ダ
ヤ
教
の
現
代
的
な
集
会
が
あ
る
こ
と
を
知
る
（
２
７
７
）。
翌
一
八
日
、
吉

野
は
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
演
説
会
に
出
向
き
、
更
に
二
八
日
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
学
校
を
訪
ね
（
但
し
辿
り
着
け
ず
断
念
）、
二
九
日
に
は
ユ
ダ
ヤ
教

説
教
師
レ
ヴ
ィ
ン
博
士
を
訪
ね
て
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
質
問
し
た
上
著
書
を
寄
贈
さ
れ
、
四
月
一
日
に
は
再
度
ユ
ダ
ヤ
人
学
校
を
訪
ね
る
な

ど
、
吉
野
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
世
界
に
深
く
分
け
入
っ
て
行
っ
た
（
２
７
７
・
２
８
１
）。
吉
野
は
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
四
月
三
〇
日

に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
も
、
偶
々
遭
遇
し
た
某
牧
師
の
講
話
「
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
」
を
聞
い
て
「
中
々
面
白
シ　

殊
ニJuden

ノ

C
hristentum

ニ
対
ス
ル
態
度
ハ
殊
ニ
面
白
シ
」
と
の
感
想
を
残
し
（
２
９
３
）、
同
年
五
月
三
日
に
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
も
シ
ナ
ゴ
ー
グ

を
見
学
し
て
い
る
（
２
９
４
）。
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九

②
吉
野
作
造
は
ド
イ
ツ
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
制
に
関
心
を
示
し
た
。
吉
野
は
理
論
的
に
も
心
情
的
に
も
、
君
主
制
を
強
く
支
持

す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
吉
野
は
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
一
一
月
三
日
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
同
胞
と
明
治
天
皇
の
天
長
節
を
祝

い
（
１
４
３
）、
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
七
月
に
は
そ
の
御
不
例
、
崩
御
の
報
に
肩
を
落
と
し
た
（
３
１
５
―
３
１
８
・
３
４
２
）。

一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
八
月
の
「
日
韓
合
邦
」
に
際
し
て
は
、「
日
本
皇
帝
」
が
「
特
ニ
勅
諭
ヲ
発
シ
韓
人
ニ
特
赦
ヲ
命
ジ
減
税
ヲ

約
セ
リ
」
と
の
報
を
日
記
に
特
記
し
て
い
る
（
１
１
９
）。
更
に
吉
野
は
、
乃
木
希
典
夫
妻
の
殉
死
に
非
常
に
感
激
し
て
い
た
。「
此
日
新
聞

ニ
テ
先
帝
陛
下
葬
送
ノ
御
当
日
乃
木
大
将
夫
妻
自
刃
以
テ
故
帝
ニ
殉
ジ
タ
リ
ト
ノ
報
ニ
接
ス　

其
挙
動
ニ
ハ
賛
成
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
雖
モ
大
将

ノ
忠
節
ニ
ハ
深
ク
感
動
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ　

国
民
ニ
モ
深
大
ノ
印
象
ヲ
与
ヘ
タ
ル
コ
ト
ト
察
セ
ラ
ル　

大
将
ノ
一
死
ハ
必
ズ
ヤ
国
民
ノ
心
裡

ニ
誠
忠
ノ
大
節
ヲ
復
活
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ア
ル
ベ
キ
ヲ
疑
ハ
ズ　

西
洋
ノ
新
聞
デ
モ
解
シ
難
キ
コ
ト
デ
ハ
ア
ル
ガ
何
セ
偉
イ
コ
ト
ナ
リ
ト
嗟

嘆
ス
ル
ニ
一
致
セ
ル
モ
ノ
ヽ
如
シ　

乃
木
大
将
ノ
為
ニ
ハ
桃
山
ノ
麓
ニ
テ
モ
墓
ヲ
作
ツ
テ
ヤ
リ
度
キ
モ
ノ
ナ
リ
」（
３
３
１
）。
こ
の
直
前
、

ヴ
ィ
ー
ン
滞
在
中
の
吉
野
作
造
は
、
来
訪
し
た
乃
木
希
典
一
行
を
他
の
在
留
邦
人
と
共
に
歓
迎
し
、
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
七
月

一
六
日
の
歓
迎
会
で
は
、
秋
月
左
都
夫
ヴ
ィ
ー
ン
駐
箚
大
使
の
発
声
に
よ
り
参
会
者
一
同
で
乃
木
大
将
万
歳
を
三
唱
し
て
お
り
、
と
り
わ
け

こ
の
老
将
に
愛
着
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
２
２
３
）。
吉
野
は
更
に
、
海
老
名
彈
正
が
『
新
人
』
第
一
三
巻
第
一
〇
号
に
発
表
し
た

乃
木
殉
死
擁
護
論

３
に
も
共
感
し
て
い
る
（
３
４
２
）。
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
の
一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）
五
月
二
一
日
に
は
、
吉
野
は
大
正

天
皇
の
病
状
に
も
意
を
払
っ
て
い
る
（
３
９
７
）。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
君
主
制
に
強
い
関
心
を
懐
く
吉
野
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
り
わ
け
ド

イ
ツ
の
君
主
制
に
そ
の
比
較
対
象
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
留
学
中
の
吉
野
作
造
は
、
折
に
触
れ
て
ド
イ
ツ
の
君
主
制
に
つ
い
て
感
想
を
述
べ
て
い
た
。
バ
ー
デ
ン
大
公
国
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
に
滞
在
し
て
い
た
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
一
〇
月
二
四
日
、
吉
野
は
大
学
合
唱
団
も
出
演
す
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
バ
ッ
ハ
協
会

二
五
周
年
演
奏
会
に
来
臨
し
た
領
邦
君
主
（
ツ
ェ
ー
リ
ン
ゲ
ン
家
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）、
バ
ー
デ
ン
大
公
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
及
び
同
大

公
妃
ヒ
ル
ダ
の
一
行
に
遭
遇
し
た
。「G

roßherzog

ナ
ド
モ
至
テ
簡
単
ナ
モ
ノ
デ
群
集
ヲ
押
シ
帰
分
ケ
テ
ル
ニ
群
集
帽
ヲ
御
辞
儀
ス
レ
バ
取

リ
テ
之
ニ
中
ニ
ハ
一
々
対
ヒ
握
手
ヲ
以
テ
答
フ
ル
モ
ア
リ　

護
衛
ノ
侍
者
モ
至
テ
少
数
ニ
テ
頗
ル
愉
快
ニ
感
ジ
タ
リ　

日
本
ニ
テ
ハ
此
通
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一
〇

ニ
ハ
行
ハ
レ
難
キ
モ
今
少
シ
之
ヲ
模
シ
タ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
思
フ
」（
１
３
７
）。
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
九
月
二
〇

日
、
バ
ー
デ
ン
大
公
夫
妻
の
銀
婚
式
の
日
に
雨
が
降
っ
た
こ
と
を
残
念
が
る
記
述
も
見
受
け
ら
れ
る
（
１
２
７
）。
吉
野
が
肯
定
的
に
評
価

し
た
バ
ー
デ
ン
大
公
家
は
、
ド
イ
ツ
で
も
民
衆
に
近
か
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
第
一
次
世
界
戦
争
最
末
期
の
一
九
一
八
年
（
大
正
七

年
）
一
〇
月
に
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
議
会
主
義
的
国
制
改
革
と
講
和
交
渉
と
を
担
っ
て
登
場
し
た
最
後
の
帝
国
宰
相
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
フ
ォ

ン
・
バ
ー
デ
ン
大
公
子
・
辺
境
伯
は
、
バ
ー
デ
ン
大
公
位
継
承
者
（
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
甥
）
で
あ
っ
た
し
、
一
箇
月
後
の
ド
イ
ツ
革

命
で
も
バ
ー
デ
ン
大
公
国
で
は
君
主
制
崩
壊
が
他
地
域
よ
り
遅
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
吉
野
が
否
定
的
に
評
価
し
た
の
が
プ

ロ
イ
セ
ン
王
家
（
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
家
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
一
一
月
一
〇
日
、
ド
イ
ツ

皇
太
子
・
プ
ロ
イ
セ
ン
王
太
子
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
帝
国
議
会
本
会
議
に
臨
席
し
、
帝
国
宰
相
テ
オ
バ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ト
マ
ン
＝
ホ

ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
モ
ロ
ッ
コ
政
策
を
弱
腰
と
批
判
す
る
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ト
リ
ン
グ
男
爵
（
中
央
党
）、
ハ
イ
デ
ブ
ラ
ン
ト
・
ウ
ン

ト
・
デ
ル
・
ラ
ー
ザ
（
ド
イ
ツ
保
守
党
）
の
演
説
を
応
援
す
る
仕
草
を
し
た
と
い
う
新
聞
報
道

４

に
言
及
し
て
、
吉
野
は
父
親
の
ド
イ
ツ
皇

帝
・
プ
ロ
イ
セ
ン
王
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
と
同
様
に
「
御
セ
ツ
カ
イ
ナ
人
」
だ
と
嘆
息
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
「
親

政
」（Persönliches R

egim
ent

）、
と
り
わ
け
「
デ
イ
リ
ー
・
テ
レ
グ
ラ
フ
事
件
」
を
念
頭
に
置
い
て
の
発
言
だ
と
思
わ
れ
る
（
２
５
４
）。

一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）
二
月
六
日
に
皇
帝
の
日
常
生
活
の
場
で
あ
る
ポ
ツ
ダ
ム
の
新
宮
殿
（N

eues Palais

）
を
見
学
し
た
際
に
も
、

吉
野
は
「
美
ハ
美
ナ
リ
ト
雖
モ
装
飾
俗
悪
ヲ
極
メ
」
と
酷
評
し
、
そ
れ
を
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
性
格
の
表
れ
と
し
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

二
世
の
サ
ン
・
ス
ー
シ
宮
殿
と
対
比
し
て
い
る
（
３
６
７
）。
た
だ
吉
野
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
室
に
常
に
否
定
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
吉

野
は
ベ
ル
リ
ン
の
「
家
庭
と
職
業
に
お
け
る
婦
人
」
博
覧
会
に
赴
い
た
際
、
ド
イ
ツ
皇
后
・
プ
ロ
イ
セ
ン
王
妃
ア
ウ
グ
ス
テ
・
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
の
行
啓
に
遭
遇
し
た
。
参
観
を
制
限
さ
れ
た
一
般
客
に
は
当
初
苦
情
を
言
う
も
の
も
出
た
が
、
皇
后
・
王
妃
本
人
が
姿
を
現
す
と
忽

ち
「
国
歌
」
斉
唱
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
見
て
吉
野
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
家
へ
の
民
衆
の
恭
順
に
呆
れ
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
「
亦
懐
シ
」
と

好
意
的
に
評
し
て
い
る
（
２
７
９
）。
バ
ー
デ
ン
で
あ
れ
プ
ロ
イ
セ
ン
で
あ
れ
、
王
朝
と
民
衆
と
の
交
歓
に
は
好
意
的
と
い
う
の
が
吉
野
の

基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
一
月
二
七
日
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
皇
帝
誕
生
日
に
、
吉
野
は
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一
一

「
皇
帝
此
朝
盛
装
シ
テ U

nter den Linden 

ヲ
通
ル
」
と
の
報
を
聞
き
、
友
人
の
小
山
田
に
誘
わ
れ
て
駆
け
つ
け
る
も
、
二
時
間
待
っ
て
何

事
も
な
く
空
し
く
引
き
揚
げ
る
と
い
う
失
態
を
演
じ
て
い
る
（
２
６
９
）。
な
お
吉
野
は
、
ド
イ
ツ
で
し
ば
し
ば
君
主
の
行
幸
啓
に
遭
遇
し
、

一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
四
月
一
四
日
に
は
、
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
郊
外
の
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
を
見
学
中
に
ザ
ク
セ
ン
＝
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
・

ア
イ
ゼ
ナ
ハ
大
公
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ル
ン
ス
ト
が
訪
れ
て
、
肝
心
の
ル
タ
ー
の
部
屋
を
十
分
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
特
に
苦
情
は
述
べ

て
い
な
い
（
２
８
７
）。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
五
月
一
三
日
に
は
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
他
な
ら
ぬ
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の

来
訪
に
遭
遇
し
、
市
中
の
歓
迎
振
り
に
興
味
を
示
し
て
い
る
（
２
９
６
―
２
９
７
）。

吉
野
作
造
の
君
主
制
へ
の
興
味
は
ド
イ
ツ
国
内
に
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
の
吉
野
は
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三

年
）
一
〇
月
五
日
か
ら
翌
年
年
頭
に
か
け
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
国
で
の
革
命
騒
動
に
関
心
を
示
し
、
価
値
的
評
価
は
加
え
ず
に
国
王
の
動
静

と
共
和
国
の
樹
立
に
注
目
し
て
い
る
（
１
３
１
・
１
３
２
・
１
６
７
）。
ま
た
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
七
月
二
〇
日
、
仏
領
ロ
レ
ー
ヌ

（
独
名
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
）
地
方
の
都
市
ナ
ン
シ
ー
で
、
明
治
天
皇
御
不
例
の
報
に
沈
痛
な
思
い
で
い
た
吉
野
は
、
君
が
帰
国
し
て
天
皇
に

取
っ
て
代
わ
っ
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
現
地
人
か
ら
冗
談
を
言
わ
れ
て
驚
い
て
い
る
。
吉
野
は
王
党
派
の
強
い
と
さ
れ
る
ナ
ン
シ
ー

で
す
ら
、
君
主
に
つ
い
て
軽
々
と
語
る
フ
ラ
ン
ス
の
風
土
に
驚
か
さ
れ
た
の
だ
っ
た
（
３
１
５
）。
一
九
一
二
年
（
大
正
元
年
）
八
月
二
五

日
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
を
訪
れ
た
吉
野
は
、
そ
の
壮
麗
さ
に
驚
嘆
し
つ
つ
も
こ
う
付
け
加
え
て
い
る
。「
斯
ン
ナ
贅
沢
ヲ
シ
テ
民
ヲ
塗
炭

ニ
苦
メ
タ
ン
ダ
カ
ラ
革
命
ノ
起
レ
ル
モ
無
理
ナ
ラ
ズ
ト
想
ハ
ル
」（
３
２
５
）。
こ
れ
以
外
に
も
、
領
民
二
十
五
万
の
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
「
侯
」

（
公
）
ニ
コ
ラ
一
世
が
「
王
」
に
な
る
こ
と
を
奇
妙
だ
と
す
る
感
想
（
１
１
６
）、「
多
数
の
学
者
」
が
編
纂
し
た
モ
ナ
コ
侯
国
（
公
国
）
憲

法
草
案
へ
の
着
目
（
１
６
９
）、
ギ
リ
シ
ア
王
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
一
世
の
暗
殺
へ
の
言
及
（
３
８
３
）
が
見
ら
れ
、
パ
リ
で
「
ア
ル
ト
・
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
」
を
観
劇
し
た
際
に
は
、
身
分
違
い
の
恋
に
感
慨
を
深
め
て
い
る
（
３
４
７
）。

③
吉
野
作
造
は
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
運
動
に
強
い
興
味
を
示
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
吉
野
は
留
学
前
か
ら
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
に
注

目
し
て
お
り
、
の
ち
に
は
日
本
で
社
会
民
衆
党
の
結
成
に
参
画
し
、
ま
た
彼
の
薫
陶
を
受
け
た
東
大
「
新
人
会
」
か
ら
は
日
本
共
産
党
の
幹

部
も
巣
立
つ
な
ど
、
日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
運
動
の
発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
う
し
た
吉
野
が
、
こ
の
分
野
で
も
ド
イ
ツ
留
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一
二

学
か
ら
刺
戟
を
受
け
て
い
な
い
は
ず
が
な
か
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
影
響
か
、
吉
野
作
造
は
当
初
か
ら
弱
者
保
護
政
策
に
興
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
留
学
開
始
後
程
な
く
し
て
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
・
プ
レ
ッ
ケ
ン
通
の
貧
民
院
（
カ
イ
ザ
ー
よ
り
集
会
へ
の
参
加
を
誘
わ
れ
た
も
の
の
病
気
の
た
め
欠
席
）（
１
３
０
）、
そ
し
て
エ
ル

ヴ
ェ
ル
ス
ハ
イ
ム
の
盲
人
院
（
１
５
３
）
に
言
及
し
て
い
る
。
更
に
吉
野
は
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
大
土
地
所
有
制
の
も
と
で
の
農
業
労
働

者
、
奉
公
人
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
調
べ
（
２
０
４
―
２
０
５
）、
ヴ
ィ
ー
ン
で
は
礦
山
用
の
救
命
装
置
の
製
造
会
社
に
も
足
を
伸
ば
し
て

い
る
（
２
３
８
）。
ド
レ
ス
デ
ン
の
「
国
際
衛
生
博
覧
会
」
で
は
、
吉
野
は
労
働
者
保
険
や
統
計
に
関
心
を
示
し
（
２
４
５
）、
ベ
ル
リ
ン
で

は
「
労
働
者
福
祉
常
設
展
示
場
」
を
見
学
し
て
い
る
（
２
５
１
）。
エ
ッ
セ
ン
で
は
、
吉
野
は
ク
ル
ッ
プ
の
労
働
者
居
住
地
を
見
学
し
て
い

る
（
３
７
１
）。

吉
野
作
造
は
ド
イ
ツ
人
労
働
者
を
間
近
に
見
て
、
彼
ら
の
知
的
水
準
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
吉
野
は
「
ナ
ッ

プ
婆
」
の
女
中
グ
レ
タ
の
実
家
を
リ
ー
デ
ン
ハ
イ
ム
に
訪
れ
、
か
な
り
親
密
に
交
流
し
て
い
る
が
、
大
学
教
師
が
下
宿
先
の
奉
公
人
と
家

族
ぐ
る
み
の
付
き
合
い
を
し
た
と
い
う
の
は
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
、
相
手
に
人
間
と
し
て
の
敬
意
と
共
感
と
を
懐
い
た
結
果
だ
ろ
う
。

吉
野
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
、
一
九
一
〇
年
一
〇
月
一
五
日
に
プ
フ
ォ
ル
ツ
ハ
イ
ム
で
数
千
人
規
模
の
金
銀
細
工
工
場
を
見
学
し
、
日

本
と
違
っ
て
整
然
と
し
て
い
る
様
子
に
感
心
し
た
（
１
３
４
―
１
３
５
）。
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
九
月
一
七
日
に
ヴ
ィ
ー
ン

で
、
吉
野
は
食
料
品
価
格
高
騰
に
抗
議
す
る
デ
モ
に
遭
遇
し
て
い
る
が
、
彼
は
警
察
の
寛
容
さ
と
民
衆
の
秩
序
立
っ
た
振
舞
と
に
感
心
し

た
（
２
３
９
―
２
４
０
）。
実
際
に
は
こ
の
示
威
運
動
は
、
吉
野
の
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
暴
徒
化
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
も
翌
日
「
死

者
一
名
傷
者
８
９
名
」
と
い
う
情
報
を
新
聞
か
ら
得
る
こ
と
に
な
る
（
２
４
０
）５

。
と
こ
ろ
が
吉
野
の
労
働
者
に
対
す
る
好
印
象
は
、
衝
突

の
事
実
を
知
っ
て
も
訂
正
さ
れ
ず
、
寧
ろ
九
月
二
一
日
に
死
者
の
葬
儀
に
参
加
し
、
そ
の
「
静
粛
」
さ
に
ま
た
感
心
す
る
有
様
で
あ
っ
た

（
２
４
１
・
２
４
２
）。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
三
月
二
六
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
「
社
会
民
主
党
ノ
政
談
演
説
会
」
を
訪
れ
た
と
き
も
、

吉
野
は
労
働
者
た
ち
の
議
論
に
感
激
し
た
。「
労
働
者
ガD

iskussion

ノ
際
喋
舌
ル
モ
ノ
五
六
名
中
々
彼
等
ノ
間
ニ
モ
政
治
思
想
ノ
普
及
シ

テ
居
ル
ニ
ハ
関
心
セ
リ　

而
カ
モ
熱
セ
ズ
狂
セ
ズ
終
始
中
正
ノ
態
度
ヲ
持
シ
テ
紊
レ
ザ
ル
ニ
ハ
感
服
ノ
外
ナ
カ
リ
キ
」（
２
８
０
）。
ド
イ
ツ
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一
三

人
労
働
者
に
対
す
る
高
い
評
価
は
、
の
ち
に
吉
野
が
日
本
で
社
会
主
義
政
党
結
成
の
支
援
に
乗
り
出
す
際
の
心
理
的
前
提
に
な
っ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。

吉
野
作
造
は
一
九
一
二
年
一
月
一
二
日
に
ド
イ
ツ
帝
国
議
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
決
選
投
票
の
結
果
反
体
制
政
党
だ
っ
た
ド
イ
ツ
社
会

民
主
党
が
第
一
党
に
な
る
と
い
う
歴
史
的
瞬
間
に
立
会
っ
た
（
２
６
７
・
２
６
８
・
２
６
９
）。
吉
野
は
増
大
し
た
社
会
民
主
党
、
進
歩
人
民

党
、
国
民
自
由
党
が
連
携
し
て
、
ベ
ー
ト
マ
ン
・
ホ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
政
権
を
支
え
る
「
黒
青
ブ
ロ
ッ
ク
」（
ド
イ
ツ
保
守
党
・
帝
国
党
・
中
央

党
の
連
合
政
権
）
を
倒
す
こ
と
を
期
待
し
た
（
２
６
８
）。
社
会
民
主
党
が
第
一
党
に
な
る
と
、
帝
国
議
会
議
長
が
社
会
民
主
党
か
ら
選
出

さ
れ
る
可
能
性
が
増
大
し
た
が
、
帝
国
議
会
議
長
は
ベ
ル
リ
ン
の
プ
ロ
イ
セ
ン
王
宮
「
白
堊
間
」
で
開
催
さ
れ
る
開
会
式
で
、
議
員
を
代
表

し
て
皇
帝
の
前
で
「
皇
帝
・
国
王
陛
下
万
歳
」
の
発
声
を
す
る
役
柄
だ
っ
た
た
め
、
君
主
制
を
批
判
し
て
い
つ
も
開
会
式
に
参
加
し
な
い
社

会
民
主
党
員
が
就
任
す
る
の
は
、
非
礼
を
働
く
虞
が
あ
っ
て
不
適
当
で
は
な
い
か
と
い
う
声
が
上
が
っ
た
。
結
局
二
月
上
旬
、
帝
国
議
会
議

長
に
進
歩
人
民
党
か
ら
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ケ
ン
プ
フ
が
選
出
さ
れ
、
社
会
民
主
党
か
ら
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ャ
イ
デ
マ
ン
が
副
議
長
に
選
出
さ

れ
る
こ
と
で
落
ち
着
い
た
が

６
、
こ
の
事
件
の
顚
末
を
吉
野
は
三
月
一
二
日
に
東
京
の
小
野
塚
に
報
告
し
て
い
る
（
２
７
６
）７

。
こ
の
こ
ろ
吉

野
は
丁
度
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
て
お
り
、
社
会
民
主
党
を
観
察
す
る
好
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
２
６
６
）。

④
吉
野
作
造
は
、
ド
イ
ツ
の
婦
人
運
動
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
本
郷
教
会
は
安
井
哲
子
（
の
ち
東
京
女
子
大
学
第
二
代
学
長
）
な
ど
女

性
信
徒
を
集
め
、『
新
女
界
』
を
発
刊
す
る
な
ど
婦
人
教
育
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
吉
野
自
身
も
の
ち
に
は
婦
人
参
政
権
の
主
張
者
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
問
題
領
域
に
お
い
て
も
、
吉
野
は
ド
イ
ツ
か
ら
大
い
に
刺
戟
を
受
け
て
い
た
。

吉
野
作
造
は
、
早
速
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
婦
人
運
動
に
遭
遇
し
た
。
皮
切
り
は
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
一
〇
月
六
日
、
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ク
市
公
会
堂
で
の
婦
人
同
盟
演
説
会
だ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
「
眠
ク
テ
」
よ
く
分
ら
な
か
っ
た
（
１
３
１
）。
し
か
し
そ
の
三
日

後
、
華
々
し
く
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
城
址
の
野
外
照
明
が
行
わ
れ
、
ド
イ
ツ
婦
人
団
体
連
合
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
会
が
開
か
れ
た
。
吉
野
は

も
は
や
集
会
に
は
行
か
な
か
っ
た
模
様
だ
が
、
こ
れ
を
契
機
に
現
地
人
の
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー

８

か
ら
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
夫
人

の
カ
ミ
ラ
に
つ
い
て
悪
評
を
聞
い
た
。「Frau Jellinek

ノ
批
評
ナ
ド
モ
出
テ
同
夫
人
ハK

ellnerin

廃
止
運
動
ニ
熱
心
ダ
ガ
９

之
ヲ
廃
シ
タ
ト
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一
四

テK
ellnerin 

其
自
身
ハ
又
姿
ヲ
代
ヘ
テ
出
没
ス
ル
シ
男
ノ
学
生
ナ
ド
モ
之
ニ
ハ
マ
ル
カ
ラ
駄
目
ダ　

夫
ヨ
リ
モ
各
夫
人
連
ハ
モ
ツ
ト
根
本

的
ノ
青
年
ノ
教
育
開
導
ニ
心
ヲ
注
イ
ダ
ガ
宜
イ　

Jellinek

夫
人
ナ
ド
ハ
社
会
的
ノ
問
題
ニ
ハ
熱
心
ダ
ガ
其
代
リ
家
事
ヲ
放
擲
ス
ル
ノ
デ
内

ハ
相
当
ニ
汚
イ
サ
ウ
ダ
シ
子
供
達
モ
能
ク
ナ
イ
サ
ウ
ダ
ナ
ド
ノ
話
モ
出
ル
」（
１
３
２
―
１
３
３
）。
四
日
後
に
吉
野
は
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
夫
婦

が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
、
市
中
で
余
り
話
題
に
な
ら
な
い
の
は
そ
の
た
め
か
と
推
測
し
た
。「
夫
人
モ
同
ジ
ク
猶
太
人
デ
頗

ル
出
シ
ヤ
バ
リ
ノ
嫌
ナ
女
ナ
サ
ウ
デ
ア
ル
」（
１
３
４
）。
こ
れ
ら
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
夫
人
の
否
定
的
評
価
は
、
全
て
伝
聞
の
形
態
を
と
っ
て
お

り
、
吉
野
自
身
が
直
接
本
人
と
会
っ
て
得
た
感
想
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
「
頗
ル
出
シ
ヤ
バ
リ
ノ
嫌
ナ
女
ナ
サ
ウ
デ
ア
ル
」
と
い
う
表
現
に

は
、
す
で
に
吉
野
自
身
の
感
情
も
籠
り
つ
つ
あ
っ
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
と
こ
ろ
が
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
吉
野
は
こ
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
夫

人
に
つ
い
て
、『
新
人
』
に
は
全
く
異
な
る
紹
介
を
し
て
い
る
。「
同
先
生
の
夫
人
は
有
名
な
女
権
運
動
家
で
あ
る
。
学
識
の
あ
る
熱
誠
な
方

な
さ
う
だ
。
併
し
獨
乙
の
婦
人
は
、
ま
だ
一
般
に
云
へ
ば
日
本
婦
人
の
様
に
ジ
ミ
な
方
で
、
社
会
的
に
活
動
す
る
者
に
対
し
て
は
余
り
快
く

思
つ
て
居
な
い
。
エ
リ
ネ
ッ
ク
夫
人
に
対
し
て
も
『
飛
び
廻
つ
て
歩
く
よ
り
も
家
庭
の
締
り
を
し
た
ら
宜
か
し
さ
う
な
も
の
に
』
と
皮
肉
な

悪
口
す
る
人
も
あ
る
。」（
滯
德
日
記
２
７
９
―
２
８
０
）
こ
こ
で
吉
野
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
夫
人
に
つ
い
て
「
学
識
の
あ
る
熱
誠
な
方
な
さ

う
だ
」
と
い
う
良
い
噂
を
ま
ず
紹
介
し
て
い
る
（
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
記
に
相
応
す
る
事
実
が
見
当
た
ら
な
い
）。
吉
野
は
イ
ェ
リ

ネ
ッ
ク
夫
人
批
判
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
寧
ろ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
見
地
か
ら
ド
イ
ツ
社
会
の
無
理
解
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
蓋

し
吉
野
は
、
社
会
活
動
に
驀
進
す
る
女
性
を
「
頗
ル
出
シ
ヤ
バ
リ
ノ
嫌
ナ
女
」
と
問
題
視
す
る
家
父
長
主
義
者
の
顔
と
、
洋
行
先
か
ら
母
国

の
読
書
人
た
ち
に
「
有
名
な
女
権
運
動
家
」
を
「
学
識
の
あ
る
熱
誠
な
方
」
と
評
価
し
て
み
せ
る
進
歩
派
言
論
人
の
顔
と
い
う
、
二
つ
の
顔

を
使
い
分
け
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

婦
人
運
動
に
対
す
る
吉
野
作
造
の
微
妙
な
態
度
は
、
こ
れ
以
外
に
も
多
数
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
吉
野
は
一
九
一
三
年
（
大
正
二

年
）
四
月
六
日
に
「
家
庭
内
職
業
婦
人
同
盟
」
を
参
観
し
た
際
、
弁
士
の
激
昂
ぶ
り
を
白
眼
視
し
て
い
る
（
３
８
６
）。
ま
た
ロ
ン
ド
ン
滞

在
中
、
婦
人
参
政
権
論
者
の
乱
暴
狼
藉
が
激
し
い
た
め
、
ウ
ィ
ン
ザ
ー
城
な
ど
の
宮
殿
見
学
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
に
、
吉
野
は

「
甚
ダ
遺
憾
ナ
リ
」
と
不
快
感
を
表
明
し
て
い
る
（
３
８
８
―
３
８
９
・
３
９
３
）。
ド
イ
ツ
の
良
妻
賢
母
志
向
を
紹
介
す
る
以
下
の
文
章
も
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一
五

見
逃
せ
な
い
。「
近
頃
女
の
大
學
生
が
頗
る
殖
ゑ
た
。
十
年
前
に
は
全
國
通
じ
て
百
人
內
外
で
あ
つ
た
が
、
現
今
は
數
千
人
に
逹
し
、
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
グ
の
大
學
に
だ
け
で
も
百
五
六
十
人
は
居
る
﹇
。 

﹈
僕
の
宿
の
主
婦
は
曾
て
、
五
六
年
前
は
女
大
學
生
と
い
ふ
も
の
は
殆
ん
ど

目
に
付
か
な
か
つ
た
が
、
近
頃
は
變
な
イ
ヤ
な
風
を
し
た
婦
人
書
生
が
頗
る
多
く
な
つ
た
と
、
皮
肉
を
云
つ
た
事
が
あ
る
。
敎
育
の
な
い
老

人
の
言
だ
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
此
現
象
に
す
ら
同
情
が
な
い
。
中
に
は
、
金
持
の
娘
で
容
色
の
惡
い
娘
さ
ん
逹
が
大
學
生
に
な
る
の
だ
と

皮
肉
を
云
ふ
者
も
あ
る
。
成
程
容
色
の
美
し
い
人
は
少
い
や
う
だ
。
緣
の
遠
い
年
た
け
た
老
孃
が
、
敎
師
の
資
格
を
得
る
た
め
に
大
學
に
來

る
の
だ
と
云
ふ
人
も
あ
る
。
之
も
中
ば
は
本
當
で
あ
る
ら
し
い
。
要
す
る
に
獨
乙
で
は
、
婦
人
の
社
會
に
出
て
活
動
し
た
り
、
高
尙
な
敎

育
を
男
子
と
共
に
受
く
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
以
て
、
喜
ぶ
べ
き
こ
と
ゝ
は
認
め
て
居
な
い
。」
続
い
て
吉
野
は
、
素
性
の
怪
し
い
ロ
シ

ヤ
人
女
性
が
学
生
身
分
を
取
得
し
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
「
醜
業
」
を
営
ん
で
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
（「
獨
逸
見
聞
錄
１
」
１
８
―
１
９
）

更
に
吉
野
は
、
ド
イ
ツ
の
婦
人
た
ち
の
深
夜
外
出
に
も
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
吉
野
は
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
二
月
四
日
、
ヴ
ュ
ル

ツ
ブ
ル
ク
で
か
ね
が
ね
楽
し
み
に
し
て
い
た
仮
面
舞
踏
会
に
参
加
し
た
が
、
夜
十
時
よ
り
開
始
し
て
朝
の
四
時
ま
で
会
が
続
い
た
の
に
は
辟

易
し
た
。「
中
ニ
ハ
壮
年
老
年
ノ
婦
人
モ
来
リ
居
レ
ル
ガ
見
ツ
ト
ヨ
カ
ラ
ズ　

兎
ニ
角
之
ハ
慥
ニ
独
乙
ノSchattenseite

ナ
リ　

日
本
ナ
ラ

直
ニ
警
察
ノ
御
差
止
ヲ
食
フ
ベ
キ
奴
ナ
リ
」（
１
７
８
）。

吉
野
作
造
は
欧
米
滞
在
中
、
常
に
女
性
に
関
わ
る
諸
問
題
に
注
意
を
払
い
続
け
、
様
々
な
感
想
を
残
し
て
い
る
。
吉
野
は
一
九
一
一
年

（
明
治
四
四
年
）
一
月
四
日
、
リ
ー
デ
ン
ハ
イ
ム
の
小
学
校
で
男
女
共
学
、
自
由
な
教
授
法
、
子
弟
の
親
密
な
関
係
、
見
学
者
に
臆
し
な
い

子
供
た
ち
に
感
服
し
、
女
生
徒
の
勤
勉
さ
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
（
１
６
８
・「
獨
逸
見
聞
錄
２
」
２
１
）。
ま
た
吉
野
は
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
「
人
工
的
避
姙
の
弊
」
を
批
判
し
、
ド
イ
ツ
も
遠
か
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
人
口
減
少
に
苦
し
む
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
（「
獨

逸
見
聞
錄
２
」
２
７
―
２
８
）。
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
九
月
一
七
日
に
ヴ
ィ
ー
ン
の
デ
モ
や
そ
の
被
害
者
の
埋
葬
を
観
察
し
た
際

に
は
、
吉
野
は
女
性
の
参
加
者
が
デ
モ
で
一
割
以
上
、
埋
葬
で
は
半
分
も
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
（
２
４
０
）。
吉
野
は
一
九
一
二
年

（
明
治
四
五
年
）
一
月
一
一
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
も
、
今
度
は
あ
る
選
挙
集
会
で
、
女
性
の
参
加
が
「
甚
ダ
多
」
い
と
感
じ
た
（
２
６
６
）。
ベ

ル
リ
ン
で
は
更
に
、
吉
野
は
婦
人
選
挙
権
に
関
す
る
演
説
会
を
傍
聴
し
、
聴
衆
の
八
割
が
婦
人
で
あ
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
（
２
７
１
―
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一
六

２
７
２
）、
ま
た
「
家
庭
と
職
業
に
お
け
る
婦
人
」
博
覧
会
を
参
観
し
て
い
る
（
２
７
８
）。
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
九
月
二
八
日
、

プ
ラ
ハ
か
ら
ド
レ
ス
デ
ン
に
向
か
う
車
中
で
は
、
吉
野
は
乗
り
合
わ
せ
た
「
年
増
ノ
婦
人
」
が
、
彼
の
持
参
し
た
新
聞
を
無
断
で
読
ん
だ
ば

か
り
か
、
こ
れ
を
「
グ
ヂ
ヤ
々
々
々
」
に
し
て
尻
の
下
に
敷
く
と
い
う
驚
愕
の
事
態
に
遭
遇
し
、
憤
激
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
婦
人
ナ
ラ

ザ
リ
セ
バ
大
ニ
面
責
シ
テ
其
無
礼
ヲ
叱
責
シ
テ
ヤ
リ
タ
カ
リ
シ
」（
２
４
４
）。
一
九
一
二
年
（
大
正
元
年
）
九
月
二
五
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の

平
和
会
議
を
傍
聴
し
た
際
に
は
、
婦
人
選
挙
権
者
が
乱
入
し
て
騒
動
を
起
こ
し
、
退
場
さ
せ
ら
れ
る
様
を
見
て
、
吉
野
は
「
一
寸
面
白
シ
」

と
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
（
３
３
４
）。

⑤
吉
野
作
造
は
三
年
余
り
の
ド
イ
ツ
あ
る
い
は
欧
米
滞
在
の
な
か
で
、
日
本
と
西
洋
と
の
違
い
、
日
本
人
と
西
洋
人
と
の
違
い
に
い
つ
も

思
い
を
馳
せ
て
い
た
。

吉
野
作
造
は
欧
米
社
会
を
、
細
部
ま
で
隈
な
く
観
察
し
て
い
る
。
吉
野
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
ド
イ
ツ
学
生
組
合
の
文
化
に
興
味
を
示

し
、
剣
術
稽
古
、
松
明
行
列
、
愛
唱
歌
「
ガ
ウ
デ
ア
ー
ム
ス
・
イ
ギ
ト
ゥ
ル
」（
学
生
組
合
で
愛
唱
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
学
生
歌
）
の
斉
唱

な
ど
を
見
物
し
た
ほ
か
（
１
３
６
・
１
５
０
・
１
５
２
・
１
７
６
）、
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
で
は
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
記
念
碑
を
見
学
し
て
い
る

（
２
８
８
）。
更
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
陪
審
裁
判
所
（
１
９
８
・
２
０
３
）、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
眼
科
病
院
（
１
２
３
）、
ヴ
ィ
ー
ン
の
大

学
病
院
と
市
立
精
神
病
院
（
２
２
０
・
２
３
２
）、
ネ
ッ
カ
ー
ル
エ
ル
ツ
の
ビ
ー
ル
工
場
（
１
７
８
）、
リ
ー
デ
ン
ハ
イ
ム
の
民
家
で
の
屠
殺

及
び
ソ
ー
セ
ー
ジ
作
成
作
業
（
１
９
３
）、
ヴ
ィ
ー
ン
の
顕
微
鏡
の
会
社
（
２
３
８
）、
ベ
ル
リ
ン
の
ヴ
ェ
ル
ト
ハ
イ
ム
百
貨
店
（
２
５
８
）、

ベ
ル
リ
ン
で
の
国
際
学
生
協
会
のC

hinesischer A
bend

（
但
し
中
止
・
２
７
４
）、
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
百
貨
店
（
３
２
０
）、
リ
ュ
ッ
ツ
ェ

ン
付
近
の
ニ
ー
チ
ェ
生
誕
地
（
実
現
せ
ず
・
２
８
３
）、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ゲ
ー
テ
博
物
館
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
博
物
館
及
び
墓
所

（
但
し
両
博
物
館
は
閉
館
中
で
断
念
）（
１
３
９
―
１
４
０
）、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
ゲ
ー
テ
・
シ
ラ
ー
霊
廟
（
２
８
３
）、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
郊

外
の
諸
国
民
戦
争
記
念
碑
（
当
時
建
設
中
）（
２
８
２
）、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
修
道
院
の
手
芸
展
覧
会
（
２
９
２
）、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク

の
「
軍
艦
博
覧
会
」
と
エ
ル
ザ
ス
工
芸
館
（
２
８
９
・
３
０
６
）、
飛
行
機
（
但
し
失
敗
・
２
９
７
）、
パ
リ
の
廃
兵
院
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
霊
廟
）

（
３
２
１
・
３
４
９
）、
ゴ
ブ
ラ
ン
織
工
場
（
３
２
４
・
３
５
１
）、
パ
ン
テ
オ
ン
（
３
２
６
・
３
５
８
）、
ゼ
ダ
ン
（
雨
天
の
た
め
町
の
み
で
古
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一
七

戦
場
に
行
か
ず
・
３
６
４
）、
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
（
３
７
８
）
な
ど
、
見
物
（
を
企
画
）
し
た
も
の
は
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
な
お
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
の
万
国
平
和
協
会
会
議
で
は
、
か
つ
て
著
作
を
訳
し
た
か
の
フ
リ
ー
ト
に
面
会
を
申
し
出
て
、
一
九
一
二
年
（
大
正
元
年
）
九
月
二
七
日

に
実
現
し
て
い
る
（
３
３
５
）。

な
か
で
も
吉
野
作
造
は
欧
米
各
国
の
議
会
に
強
い
関
心
を
示
し
、
そ
の
審
議
の
傍
聴
に
努
め
て
い
る
。
皮
切
り
は
ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
ハ
ン
ガ

リ
ー
王
国
議
会
で
、
吉
野
は
首
相
ク
エ
ン
＝
ヘ
ー
デ
ル
ヴ
ァ
ー
リ
・
カ
ー
ロ
イ
伯
爵
の
演
説
を
傍
聴
し
て
い
る
（
２
１
９
）。
次
い
で
吉
野

は
ヴ
ィ
ー
ン
の
帝
国
議
会
も
訪
れ
た
が
、
混
雑
の
た
め
断
念
し
、
代
わ
り
に
議
事
堂
博
物
館
を
訪
れ
た
り
、
普
通
選
挙
施
行
後
間
も
な
い
エ

ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
の
選
挙
勢
力
地
図
な
ど
を
購
入
し
た
り
し
て
い
る
（
２
２
３
・
２
２
５
・
２
３
２
）。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
三
月
七

日
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
吉
野
は
日
本
大
使
館
員
だ
っ
た
武
者
小
路
公
共
子
爵
の
伝
で
、
ド
イ
ツ
帝
国
議
会
の
議
事
風
景
を
外
交
官
席
か
ら
傍
聴

し
て
い
る
（
２
７
５
）。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
は
、
開
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
エ
ル
ザ
ス=

ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
領
邦
議
会
を
傍
聴
し
て
い
る

（
２
９
６
）。
パ
リ
で
は
一
九
一
二
年
（
大
正
元
年
）
八
月
二
五
日
、
一
〇
月
七
日
と
二
回
も
フ
ラ
ン
ス
代
議
院
を
見
学
し
、
一
〇
月
八
日
に

議
席
表
購
入
の
た
め
三
度
目
の
訪
問
を
し
た
が
、
一
〇
月
七
日
に
試
み
た
元
老
院
の
見
学
は
認
可
状
が
必
要
と
言
わ
れ
失
敗
し
、
一
九
一
三

年
（
大
正
二
年
）
一
月
一
三
日
の
再
挑
戦
も
傍
聴
席
に
限
り
あ
り
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
（
３
２
５
・
３
３
６
・
３
５
９
）。
更
に
ヴ
ェ
ル

サ
イ
ユ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
時
の
「
球
戯
場
の
誓
い
」（
一
七
八
九
年
）
の
舞
台
で
あ
る
「
ポ
ー
ム
球
戯
場
」
で
感
慨
に
浸
っ

た
（
３
４
４
）。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
一
院
制
議
会
で
は
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
飛
び
交
う
議
事
風
景
を
目
に
し
た
（
３
６
４
ー

３
６
５
）。
吉
野
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
ベ
ル
ギ
ー
王
国
議
会
（
外
見
の
み
？
）
も
見
学
し
て
い
る
（
３
７
７
）。
一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）

三
月
二
九
日
に
は
、
吉
野
は
ロ
ン
ド
ン
の
貴
族
院
・
庶
民
院
の
議
場
を
見
学
し
た
（
３
８
４
）。
同
年
四
月
二
一
日
に
は
更
に
議
事
風
景
を

見
学
し
、「
平
々
凡
々
ニ
テ
別
ニ
面
白
カ
ラ
ザ
リ
シ
モ
流
石
英
国
丈
ニ
敵
味
方
行
儀
正
シ
キ
ニ
ハ
感
服
セ
リ
」
と
の
感
想
を
残
し
て
い
る

（
３
９
０
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
議
会
政
治
を
垣
間
見
た
こ
と
は
、
の
ち
の
吉
野
の
政
治
評
論
に
大
い
に
刺
戟
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ち
な
み

に
一
九
一
二
年
（
大
正
元
年
）
九
月
八
日
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
は
、
市
立
博
物
館
の
是
非
を
問
う
住
民
投
票
を
参
観
し
、
直
接
民
主
制
の
実
地
検

分
も
し
た
（
３
２
９
）。
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一
八

吉
野
作
造
は
政
治
集
会
や
講
演
会
に
も
し
ば
し
ば
足
を
運
ん
で
い
る
。
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
で
の
ク
リ
ー
ク
教
授
の
講
演
「
現
代
に
お
け
る
教

会
の
使
命
」（
１
４
８
―
１
４
９
）、
ベ
ル
リ
ン
で
の
帝
国
議
会
選
挙
演
説
会
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
国
民
経
済
学
者
ル
ヨ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
講

演
（
２
７
７
）、
ベ
ル
リ
ン
で
の
ド
イ
ツ
・
オ
ス
ト
マ
ル
ク
協
会
（
２
７
８
）、
ベ
ル
リ
ン
で
の
国
民
自
由
党
首
エ
ル
ン
ス
ト
・
バ
ッ
サ
ー
マ

ン
（
？
）
の
講
演
（
但
し
別
人
と
分
か
り
中
止
・
２
７
８
）、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
で
の
自
由
主
義
言
論
人
パ
ウ
ル
・
ロ
ー
ル
バ
ッ
ハ
の
中
国
に

関
す
る
講
演
（
２
８
６
）、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
の
「
ハ
ン
ザ
同
盟
」（
自
由
主
義
系
政
治
団
体
）
の
演
説
会
（
２
９
６
）、
シ
ュ
ト
ラ
ス

ブ
ル
ク
「
自
由
宗
教
派
」
講
演
会
で
の
「Paris

ノ
人Prof. D

r. B
orda

ト
云
フ
人
」
の
米
仏
政
教
分
離
に
つ
い
て
の
講
演
（
２
９
７
）
な
ど

の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

吉
野
作
造
は
西
洋
文
明
の
偉
大
さ
に
触
れ
て
大
い
に
感
激
し
た
。
吉
野
が
感
激
し
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
で
あ
っ

た 

― 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ク
に
お
け
る
中
央
駅
の
壮
大
さ
、
市
街
の
奇
麗
さ
、（
上
野
動
物
園
と
比
較
し
た
）
動
植
物
園
の
宏
大
さ
と
（
上

野
精
養
軒
と
比
較
し
た
）
附
属
レ
ス
ト
ラ
ン
の
広
さ
（
１
２
０
―
１
２
１
）、
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
動
物
園
の
（
上
野
動
物
園
と
比
較

し
た
）
充
実
ぶ
り
（
３
７
５
）、
飛
行
船
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
伯
号
（
１
２
２
・
２
５
０
）、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
市
街
、
城
塞
、
宮
殿
の
見
事

さ
（
１
２
３
・
１
４
１
）。
近
現
代
の
日
本
人
洋
行
者
の
常
と
し
て
、
吉
野
は
し
ば
し
ば
西
洋
に
対
し
て
劣
等
感
を
覚
え
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
っ
た 

―
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
植
物
園
を
見
て
）「
斯
ン
ナ
モ
ノ
ヲ
見
ル
ト
日
本
ノ
植
物
園
ナ
ド
到
底
外
国
人
ヲ
案
内
シ
テ
見
セ
ラ
ル

ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ズ
」（
１
２
１
）、（
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
飛
行
船
に
つ
い
て
）「
実
ニ
偉
イ
モ
ノ
ナ
リ
」（
１
２
２
）。（
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
教
会
を
見
て
）「
欧
洲
デ
ハ
寺
ハ
一
ノ
美
術
品
デ
ア
ル　

日
本
ノ
教
会
ハ
到
底
御
話
ニ
ナ
ラ
ヌ
」（
１
５
５
）。（
バ
ッ
ハ
協
会
演
奏

会
に
つ
い
て
）「Piano

デ
モV

iolin

デ
モO

rgan

デ
モ
笛
デ
モ
本
場
ダ
ケ
ニ
素
敵
ナ
モ
ノ
ナ
リ　

到
底
日
本
ニ
テ
ハ
聞
カ
レ
タ
モ
ノ
ニ
ア

ラ
ズ　

全
ク
感
服
セ
リ
」（
１
３
７
）。
バ
ル
メ
ン
の
モ
ノ
レ
ー
ル
（
１
５
６
）。
吉
野
が
感
激
し
た
の
は
、
西
洋
文
明
の
物
質
的
側
面
ば
か

り
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
人
の
親
切
さ
に
対
す
る
吉
野
の
驚
き
は
大
き
か
っ
た
（
１
８
３
・「
滯
德
日
記
」
３
８
３
―
３
８
５
）。「
独
乙
ノ
人

ハ
実
ニ
親
切
ダ　

日
本
人
モ
実
ニ
斯
ク
ア
リ
度
キ
モ
ノ
ト
ツ
ク
々
々
感
ジ
タ
リ
」（
１
３
５
）。
ま
た
ド
イ
ツ
人
の
節
約
ぶ
り
へ
の
感
激
も
大

き
か
っ
た
。「
而
シ
テO

nken

先
生
ノ
講
義
ノ
原
稿
ガ
広
告
カ
何
カ
ノ
裏
ノ
白
イ
所
ニ
書
イ
テ
ア
ル
ニ
ハ
其
倹
約
ナ
ル
ニ
一
驚
ヲ
喫
セ
ザ
ル
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一
九

ヲ
得
ザ
リ
キ　

独
乙
ノ
強
キ
所
ハ
茲
ニ
ア
リ　

人
ハ
皆
倹
約
ニ
シ
テ
且
互
ニ
倹
約
ヲ
以
テ
誇
ト
ス　

日
本
人
ノ
ヤ
ウ
ナ
徒
ラ
ノ
見
エ
坊
ハ
大

ニ
鑑
ミ
ル
所
ア
ル
ヲ
要
ス
ト
思
フ
」（
１
４
６
）。「
独
乙
人
ハ
倹
約
ナ
レ
ド
モ
金
ニ
就
テ
ハ
中
々
合
理
的
ノ
考
ヲ
持
ツ
テ
ル
哩
ト
感
心
ス　

徒
ニ
惜
ム
ニ
非
ズ　

真
ニ
金
ノ
価
ヲ
知
ツ
テ
合
理
的
ニ
之
ヲ
使
フ
ナ
リ
」（
１
５
７
）。
も
っ
と
も
吉
野
は
日
本
に
は
聊
か
調
子
を
変
え
て
こ

う
書
き
送
っ
て
い
る
。「
彼
等
は
决
し
て
儉
約
を
蔽
は
な
い
。
日
本
で
は
儉
約
を
以
て
一
種
の
恥
づ
べ
き
行
爲
で
あ
る
か
の
如
く
考
へ
、
人

の
前
に
之
を
蔽
ふ
風
が
あ
る
。
コ
ー
ヒ
屋
に
往
つ
て
見
る
と
、
餘
つ
た
砂
糖
を
ポ
ツ
ケ
ツ
ト
に
入
れ
て
持
つ
て
歸
る
者
が
あ
る
と
云
ふ
話
は

兼
々
聞
い
て
居
つ
た
。
之
は
立
派
な
紳
士
奧
樣
も
平
氣
で
す
る
。
或
る
宿
屋
で
朝
飯
を
⻝
つ
た
時
、
僕
と
相
對
し
て
立
派
な
紳
士
も
一
所
に

⻝
事
を
し
て
居
た
が
、
其
紳
士
は
僕
の
面
前
で
、
憶
す
る
氣
色
も
な
く
餘
つ
た
バ
タ
を
つ
け
、
紙
に
包
ん
で
懷
に
入
れ
た
。
多
分
晝
⻝
に
で

も
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
立
派
な
內
の
令
孃
や
奧
樣
が
、
客
と
の
對
談
の
前
で
、
靴
下
の
穴
繕
ひ
を
す
る
の
は
當
り
前
の
事
で
あ
る
。」「
獨

逸
見
聞
録
２
」
２
２
―
２
３
）。
リ
ー
デ
ン
ハ
イ
ム
で
は
、
警
察
な
し
に
秩
序
が
保
た
れ
る
こ
の
人
工
六
百
人
の
村
に
、「
日
本
ノ
如
キ
此
点

ニ
於
テ
未
ダ
遥
ニ
及
バ
ズ
」
と
感
心
し
て
い
る
（
１
６
７
）。
ナ
ン
シ
ー
で
は
、
元
教
師
ヘ
ル
が
非
常
な
資
産
家
で
あ
る
こ
と
に
驚
き
、
日

本
も
勅
撰
議
員
や
枢
密
顧
問
官
な
ど
顕
官
へ
の
給
付
を
減
ら
し
て
一
般
公
務
員
の
俸
給
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
（
３
０
８

―
３
０
９
）。

た
だ
吉
野
作
造
は
西
洋
文
明
に
い
つ
も
恐
縮
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
マ
イ
ン
ツ
で
は
、
訪
ね
た
キ
リ
ス
ト
教
宿
泊
所
が
「
室
モ
便

所
モ
寝
具
モ
何
モ
彼
モ
汚
ク
テ
寝
ラ
レ
サ
ウ
ニ
ナ
シ
」
と
酷
評
し
て
い
る
（
１
６
１
）。
ド
レ
ス
デ
ン
で
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
、
吉
野

は
ホ
テ
ル
の
粗
末
さ
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
（
２
４
４
・
４
０
０
）。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
の
吉
野
は
、
西
洋
人
は
着
飾
る
も
の
の
、
入

浴
が
少
な
く
夏
場
は
汗
臭
く
て
堪
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
３
１
３
）。
精
神
面
で
も
、
吉
野
は
と
き
と
し
て
西
洋
人
に
厳
し
い
視
線
を

向
け
た
。
前
述
の
無
礼
な
婦
人
の
逸
話
は
そ
の
一
例
だ
が
、
同
様
の
も
の
は
数
知
れ
な
い
。
特
に
目
を
惹
く
の
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の

下
宿
先
の
大
家
「
ナ
ッ
プ
婆
」
の
強
慾
さ
、
女
中
グ
レ
タ
へ
の
非
情
さ
の
批
判
で
あ
る
（
１
２
５
・
１
２
６
・
１
２
７
・
１
３
３
・
１
７
２
）。

ド
イ
ツ
人
の
節
約
ぶ
り
を
賞
讚
し
た
吉
野
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
彼
ら
の
吝
嗇
、
強
欲
、
収
賄
へ
の
非
難
に
も
転
化
し

た
（
１
２
５
・
２
４
６
・
３
２
５
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
遭
遇
し
た
現
地
人
の
好
色
さ
に
も
、
吉
野
は
し
ば
し
ば
批
判
を
向
け
て
い
る
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二
〇

（
２
６
０
・
３
４
５
・
３
６
８
・
３
７
０
）。「
ハ
ン
ザ
同
盟
」
で
の
演
説
会
で
は
、
帝
国
議
会
議
員
某
が
四
十
分
も
遅
刻
し
て
き
た
上
、
長
く

下
手
な
演
説
を
し
た
の
で
途
中
退
席
し
て
い
る
（
２
９
６
）。
ナ
ン
シ
ー
で
は
、
町
が
埃
ま
み
れ
で
治
安
が
悪
い
こ
と
に
苦
情
を
述
べ
て
い

る
（
３
０
５
）。European G

entlem
en

（
フ
ラ
ン
ス
人
、
ド
イ
ツ
人
）
はselfi sh

で
嫌
だ
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
女
性
の
苦
情
も
紹
介
さ
れ

て
い
る
（
３
９
６
）。
帰
国
時
に
吉
野
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ア
メ
リ
カ
人
移
民
官
の
対
応
に
憤
慨
し
た
。「
眼
ノ
検
査
ナ
ド
至
ツ
テ
簡
単
ナ

リ
シ
モ
横
柄
ニ
シ
テ
乱
暴
ナ
ル
コ
ト
言
語
道
断
ナ
リ　

移
民
官
ノ
調
ベ
モ
本
来
中
々
八
釜
シ
キ
ガ
肩
書
ガ
ア
ル
タ
メ
到
ツ
テ
簡
単
ニ
済
ム
」

（
４
０
０
）。
吉
野
は
ま
た
ド
イ
ツ
の
軍
人
崇
拝
を
指
摘
し
、
軍
隊
関
係
者
の
横
暴
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
が
（
１
８
６
・
１
９
２
）、
逆
に
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
に
つ
い
て
は
「
軍
事
上
競
争
ナ
キ
国
ニ
テ
ア
リ
乍
ラ
国
民
概
シ
テ
生
気
ア
リ
羨
シ
ク
感
ズ
」
と
し
て
好
意
を
表
明
し

た
（
３
６
４
）。
こ
の
軍
国
主
義
の
問
題
は
、
吉
野
の
日
記
で
は
他
に
僅
か
な
記
述
し
か
な
い
が
（
３
８
５
・
３
８
６
）、
や
が
て
第
一
次
世

界
戦
争
期
に
な
る
と
彼
の
政
治
評
論
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、「
独
乙
人D

r. von 

某
シ
ト
云
フ
男
来
ル　

青
年
会
大
会
ノ
際
日
本
ニ
行
キ
シ
コ
ト
モ
ア
リ
ト
云
フ　

独
乙
人
ノ
ク
セ
ト
シ
テ
英
ヲ
ソ
シ
リ
御
国
自
慢
ヲ
ナ
ス　

一
寸
癪
ニ
サ
ワ
ル　

独

乙
人
ハ
個
人
ト
シ
テ
附
キ
合
フ
ニ
ハ
嫌
ナ
奴
ナ
リ
」（
３
８
７
）
と
記
し
て
い
る
。

吉
野
作
造
は
ド
イ
ツ
語
圏
か
ら
出
る
に
及
ん
で
、
ド
イ
ツ
と
そ
れ
以
外
の
国
と
の
比
較
、
あ
る
い
は
両
国
間
の
関
係
に
思
い
を
馳
せ
る

よ
う
に
な
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
赴
い
た
吉
野
は
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
町
の
不
潔
さ
や
人
間
の
下
劣
さ
、
ド
イ
ツ
語
を
理
解
し
な
い
下
層
民
に

不
満
を
懐
い
た
（
２
２
０
）。
プ
ラ
ハ
を
訪
れ
た
際
に
も
、
家
主
の
主
婦
や
「
カ
フ
ェ
・
ヨ
コ
ハ
マ
」
の
店
員
ら
チ
ェ
ッ
ク
人
が
ド
イ
ツ

語
を
解
さ
な
い
の
に
、
吉
野
は
苛
立
ち
を
表
明
し
て
い
る
（
２
４
３
―
２
３
５
）。
ド
イ
ツ
領
に
な
っ
た
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
は
、
吉

野
は
軍
事
施
設
の
充
実
ぶ
り
に
目
を
見
張
っ
た
。「
今
猶
仏
国
領
ノ
古
ヲ
懐
フ
モ
ノ
２
０
％
以
上
ハ
ア
リ
ト
云
フ
ガ
併
シ
４
０
年
間
ニ
モ

能
ク
モgerm

anisieren

シ
タ
モ
ノ
ナ
リ　

其
手
際
頗
ル
見
事
ナ
リ
ト
云
ハ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
」（
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
五
月
二
日
）

（
２
９
４
）。「
ド
イ
ツ
化
」
に
関
心
の
あ
る
吉
野
は
、
傍
聴
し
た
領
邦
議
会
で
「
グ
ラ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
デ
ン
問
題
」
の
論
議
に
遭
遇
し

て
い
る
。
こ
の
事
件
は
、
帝
国
指
導
部
・
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
か
ら
鉄
道
用
器
械
を
受
注
し
て
き
た
グ
ラ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
デ
ン
機
械
製

造
会
社
が
、
反
ド
イ
ツ
的
挙
動
あ
り
と
し
て
注
文
を
取
り
消
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
エ
ル
ザ
ス
＝
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
労
働
者
数
千
人
が
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二
一

騒
擾
を
起
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
っ
た
（
２
９
６
）。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
で
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
関
す
る
講
義
を
聴
い
た
吉
野
は
、
聴

衆
が
僅
か
三
人
し
か
い
な
い
光
景
を
見
て
、
ド
イ
ツ
人
が
外
国
に
興
味
が
薄
い
の
が
一
因
だ
と
断
定
し
て
い
る
（
２
９
４
）。
ナ
ン
シ
ー
の

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
説
教
を
聞
い
た
吉
野
は
、「
仏
語
ハ
独
語
ノ
如
ク
勢
ガ
ナ
ク
聞
イ
テ
居
テ
モ
甚
ダ
活
気
ナ
シ
」
と
述
べ
て
い
る

（
３
０
４
）。
ナ
ン
シ
ー
で
理
髪
店
に
入
っ
た
吉
野
は
、
粗
雑
な
ド
イ
ツ
の
と
は
違
っ
て
日
本
並
み
の
叮
嚀
さ
で
あ
る
こ
と
に
感
心
し
た
が
、

高
い
料
金
に
愕
然
と
し
、
外
国
人
ゆ
え
の
特
別
料
金
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
（
３
０
６
）。
ナ
ン
シ
ー
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
郵
便
局
の

為
替
手
続
が
ド
イ
ツ
の
よ
り
不
便
で
あ
る
こ
と
を
「
文
明
国
ニ
モ
似
合
ハ
ズ
」
と
批
判
し
て
い
る
（
３
１
３
）。
パ
リ
で
は
、
ル
ー
ヴ
ル
百

貨
店
が
ベ
ル
リ
ン
の
ヴ
ェ
ル
ト
ハ
イ
ム
百
貨
店
よ
り
見
劣
り
が
す
る
こ
と
、
店
員
が
釣
銭
を
誤
魔
化
そ
う
と
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る

（
３
２
０
）。
吉
野
の
フ
ラ
ン
ス
人
へ
の
評
価
は
、
こ
の
他
に
も
厳
し
い
も
の
が
あ
る
（
３
２
４
）。
更
に
吉
野
は
フ
ラ
ン
ス
の
官
吏
に
も
手

厳
し
い
。「
要
ス
ル
ニ
仏
国
ノ
役
人
ハ
共
和
国
ノ
癖
ニ
独
乙
ノ
如
ク
親
切
ナ
ラ
ズ
骨
ヲ
惜
ム
コ
ト
夥
シ
」（
３
２
２
）。
逆
に
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ

の
森
に
通
じ
る
「
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
大
通
り
」
に
つ
い
て
は
公
園
の
よ
う
で
、
ベ
ル
リ
ン
の
ウ
ン
タ
ー
・
デ
ン
・
リ
ン
デ
ン
な
ど
及
び
も

付
か
な
い
と
持
ち
上
げ
て
い
る
（
３
２
３
）。

吉
野
作
造
は
日
本
や
日
本
人
が
西
洋
で
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
を
、
大
い
に
気
に
掛
け
て
い
た
。
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
九
月

二
九
日
、
ド
レ
ス
デ
ン
「
国
際
衛
生
博
覧
会
」
を
見
学
し
た
と
き
の
感
想
で
あ
る
。「
之
ヨ
リ
直
ニ
日
本
館
ニ
入
ル　

夫
ヨ
リ
独
乙
以
外
ノ

各
国
ノ
ヲ
見
シ
ガ
日
本
ハ
他
ノ
諸
国
ニ
比
シ
テ
毫
モ
遜
色
ナ
キ
モ
ノ
ヽ
如
シ　

但
シ
独
乙
ノ
此
企
ニ
対
シ
英
仏
諸
国
ハ
始
メ
ヨ
リ
本
気
ニ
ナ

ラ
ザ
ル
ニ
日
本
ノ
ミ
尤
モ
本
気
ニ
ナ
リ
シ
風
ニ
見
ユ
」「
野
地
馬
ト
一
緒
ニ
諸
方
ヲ
ウ
ロ
ツ
キ
先
ヅ A

bessinisches D
orf 

ニ
入
リ
テ
土
人
ノ

生
活
ヲ
見 O

st-A
sien 

ニ
入
リ
テ
印
度
人
ノ
手
品
踊
リ
ニ
次
デ
日
本
芸
者
ノ
手
踊
ヲ
見
ル　

総
勢
５
人
日
英
博
覧
会
ノ
残
物
ナ
ラ
ン
幕
ア
ク

ト
三
味
線
ニ
合
セ
テ
君
ケ
代
ヲ
ヤ
ル　

振
ハ
ザ
ル
コ
ト
夥
シ　

三
十
分
斗
リ
ニ
踊
数
番
ヲ
ヤ
ル
ガ
何
レ
モ
感
心
セ
ズ　

只
色
黒
キ
野
蛮
ノ
印

度
人
ノ
後
ニ
出
デ
顔
ハ
左
マ
デ
美
ナ
ラ
ザ
レ
ド
モ
相
応
ニ
化
粧
シ
テ
人
ノ
目
ヲ
惹
ク
ニ
足
ル
ヲ
以
テ
西
洋
人
間
ノ
評
判
ハ
大
シ
タ
モ
ノ
ナ
リ

　

此
一
廊
ノ
中
ニ
日
本
人
生
活
ノ
一
班
ト
シ
テ
印
判
屋
彫
物
師
ナ
ド
居
ル　

見
ツ
ト
モ
ヨ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ　

之
ヲ
出
テ
次
ニ M

arroko-

Theater 

ヲ
見
ル　

面
白
ク
ナ
シ
」（
２
４
５
）。
ベ
ル
リ
ン
の
仕
立
屋
で
夏
服
を
注
文
し
た
時
、
吉
野
は
日
本
人
が
代
金
を
支
払
わ
ず
に
帰
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二

国
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
ド
イ
ツ
人
客
よ
り
危
険
だ
と
い
う
苦
情
を
聞
い
て
慨
嘆
し
て
い
る
（
２
７
５
）。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
万
国
議
員
会
議

を
傍
聴
し
た
際
に
は
、
日
本
人
議
員
団
が
明
治
天
皇
崩
御
を
理
由
に
欠
席
し
て
い
る
の
に
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。「
同
会
議
其
物
ハ
左
程

重
キ
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ニ
ハ
非
ル
モ
日
本
ヲ
世
界
的
地
歩
ヲ
占
メ
タ
ル
今
日
世
界
的
問
題
ノ
討
議
ニ
参
加
ス
ル
ノ
好
機
会
ヲ
我
カ
ラ
放
棄
ス
ル
ノ

ハ
大
喪
ト
云
フ
大
事
ノ
場
合
ト
ハ
云
ヒ
返
ス
返
ス
モ
残
念
ナ
リ
ト
思
フ　

大
喪
ト
ハ
云
ヒ
乍
ラ
国
運
ノ
発
展
ニ
関
ス
ル
問
題
ハ
之
ヲ
等
閑
ニ

附
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
思
フ　

如
何
シ
テ
モ
日
本
ハ
未
ダ
世
界
ノ
一
国
タ
ル
ノ
意
識
徹
底
シ
居
ラ
ズ
ト
思
フ
」（
３
３
１
・
３
３
２
）。
吉
野
は
ド

イ
ツ
各
地
で
日
本
製
品
が
売
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
「
愉
快
を
感
じ
た
」
が
、
ド
イ
ツ
で
出
回
っ
て
い
る
日
本
の
漆
器
が
粗
悪
品
ば
か
り
で
あ

る
こ
と
に
は
落
胆
し
た
の
だ
っ
た
（「
獨
逸
見
聞
錄
２
」
２
８
―
２
９
）。

　四
．
愛
国
心
と
劣
等
感
と
の
狭
間
で 

― 

吉
野
作
造
に
と
っ
て
の
ド
イ
ツ
留
学

太
平
洋
周
り
で
帰
国
し
た
吉
野
作
造
を
、
大
正
日
本
は
朝
野
を
挙
げ
て
歓
迎
し
た
。「
政
治
史
硏
究
の
爲
歐
米
留
學
中
の
帝
大
法
科
助
敎

授
法
學
士
吉
野
作
造
氏
は
三
日
横
濱
入
港
の
讚
岐
丸
に
て
歸
朝
の
筈
我
邦
に
て
政
治
史
專
攻
は
氏
が
嚆
矢
に
て
九
月
よ
り
氏
が
擔
任
と
な
り

帝
大
法
科
に
て
政
治
史
を
開
講
す
る
由
」10

歓
呼
の
な
か
を
帰
国
し
た
吉
野
作
造
だ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
過
ご
し
た
年
月
は
愛
国
心
と
劣
等
感
と
の
狭
間
で
翻
弄
さ
れ
た
日
々
で
あ
っ

た
。
日
露
戦
後
の
日
本
人
エ
リ
ー
ト
と
し
て
、
吉
野
は
並
々
な
ら
ぬ
自
信
を
帯
び
て
出
発
し
、
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
胸
に
、
欧
米
人
に

対
し
て
も
卑
屈
に
な
る
ま
い
と
努
め
た
。
け
れ
ど
も
ド
イ
ツ
の
学
界
に
は
食
い
込
め
ず
、
ド
イ
ツ
人
と
学
問
的
に
交
流
す
る
こ
と
も
な
く
、

吉
野
の
留
学
は
穂
積
陳
重
や
梅
謙
次
郎
の
そ
れ
の
よ
う
な
華
々
し
い
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
留
学
生
・
吉
野
の
ド
イ
ツ
学
問
と

の
疎
遠
ぶ
り
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
地
人
の
無
礼
な
態
度
に
立
腹
し
た
り
、
西
洋
文
明
の
偉
大
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
り
す
る
こ
と

も
、
一
度
や
二
度
で
は
な
か
っ
た
。

た
だ
吉
野
作
造
の
ド
イ
ツ
留
学
は
、
不
愉
快
な
思
い
出
だ
け
を
残
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
育
ま
れ
た
ド
イ
ツ
観
も
十
分
多
面
的
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
仲
間
と
の
交
流
や
徹
底
し
た
実
地
検
分
は
、
吉
野
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
欧
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三

米
諸
国
を
巡
っ
て
、
吉
野
が
ド
イ
ツ
語
圏
だ
け
に
否
定
的
な
印
象
を
懐
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
帰
国
の
段
階
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

第
一
次
世
界
戦
争
勃
発
後
の
吉
野
作
造
の
厳
し
い
ド
イ
ツ
政
治
批
判
に
、
ド
イ
ツ
で
の
滞
在
経
験
は
勿
論
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
だ

が
、
ド
イ
ツ
で
の
多
種
多
様
な
体
験
が
そ
の
ま
ま
吉
野
の
ド
イ
ツ
政
治
論
に
生
か
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
論
文
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
た
。
大
枠
で
言
え
ば
、
日
英
同
盟
、
日
独
戦
争
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
擡
頭
と
い
う
新
し
い
状
況
を
肯
定
す
る
た
め
に
、
吉
野

に
は
ド
イ
ツ
帝
国
を
批
判
す
る
必
要
が
生
じ
、
ド
イ
ツ
で
積
ん
だ
知
見
は
そ
こ
で
動
員
で
き
る
範
囲
で
の
み
、
選
択
的
に
活
用
さ
れ
た
に
過

ぎ
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う

11
。

注1 
 「

强
て
話
を
迫
ら
れ
た
こ
と
は
只
一
度
あ
る
。
ウ
ヰ
ー
ン
ナ
□
學
□
梵
語
敎
授
シ
ロ
エ
ー
デ
ル
先
□
宅
に
數
名
の
信
徒
學
生
と
連
れ
立
つ
て
招
か
れ
た

□
、
日
本
の
學
生
間
の
□
仰
状
態
を
嫌
應
な
し
に
述
べ
さ
せ
ら
□
た
の
で
あ
つ
た
。
馬
鹿
に
ま
づ
い
ド
イ
ツ
語
で
あ
つ
た
こ
と
は
勿
□
だ
が
。
聞
く
方

の
態
度
は
先
生
の
も
學
生
の
も
少
し
も
僕
を
気
耻
□
し
く
思
は
し
め
ざ
る
程

切
な
も
の
で
あ
つ
た
。」（
吉
野
作
造
「
敎
授
學
生
の

密
な
る
接
近
を

は
か
る
に
は
」、『
帝
國
大
學
新
聞
』
第
五
八
号
（
大
正
一
二
年
一
一
月
一
六
日
）、
一
頁
、
空
字
は
脱
落
部
分
。）

2 
 

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
聖
霊
教
会
は
、
一
八
七
四
年
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
と
古
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
共
同
所
有
と
な
っ
て
お
り
、
一
九
三
六
年

に
よ
う
や
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
合
同
）
教
会
の
単
独
所
有
と
な
っ
た
（H

eiliggeistkirche H
eidelberg, 3. A

ufl ., R
egensburg 2000, S. 8.

）。

3　

  

海
老
名
彈
正
「
社
說
：
乃
木
大
將
の
死
を
論
ず
」、『
新
人
』
第
一
三
巻
第
一
〇
号
、
一
―
六
頁
。
海
老
名
は
殉
死
を
一
般
的
に
は
現
代
に
そ
ぐ
わ
な

い
も
の
と
し
て
否
定
し
つ
つ
も
、
乃
木
の
そ
れ
は
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
純
潔
な
精
神
ゆ
え
に
擁
護
し
た
。
更
に
海
老
名
は
、
晩
年
の
乃
木
が
学
習
院
院

長
と
し
て
華
族
の
師
弟
た
ち
を
教
育
し
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
、
彼
ら
の
愚
鈍
さ
を
院
長
乃
木
の
高
邁
さ
の
対
極
に
位
置
付
け
、
特
権
身
分
へ
の
反
感

を
露
わ
に
し
て
い
る
。

4　

 Schulthess ’ Europäischer G
eschichtskalender 1911, M

ünchen 1912, S. 213 f.

5　

  

一
名
死
亡
、
三
名
重
傷
、
八
十
名
軽
傷
と
い
う
情
報
も
あ
る
（Schulthess ’ Europäischer G

eschichtskalender 1911, M
ünchen 1912, B

d. 1, S. 
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四

309.

）。

6　
 Schulthess ’ Europäischer G

eschichtskalender 1912, M
ünchen 1913, B

d. 1, S. 72 f.
7　

  
小
野
塚
喜
平
次
は
こ
の
事
件
を
紹
介
し
て
い
る
が
（
小
野
塚
喜
平
次
『
現
代
歐
洲
之
憲
政
』（
博
文
堂
、
大
正
二
年
）、
一
八
三
―
一
九
二
頁
。）、
吉

野
作
造
へ
の
言
及
は
特
に
な
い
。

8　

  

フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
ス
イ
ス
系
家
系
出
身
の
人
物
で
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
と
は
親
戚
関
係
に
あ
る
と
い
う
。

一
九
三
六
年
に
矢
部
貞
治
が
訪
ね
た
と
き
に
は
、
セ
メ
ン
ト
会
社
の
重
役
を
し
て
い
た
（
南
原
繁
／
蠟
山
政
道
／
矢
部
貞
治
『
小
野
塚
喜
平
次 

― 

人

と
業
績
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
八
年
）、
三
九
―
四
〇
頁
。）。

9　

  

吉
野
作
造
の
こ
の
発
言
の
直
後
、
カ
ミ
ラ
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
女
給
と
し
て
の
酒
場
で
の
労
働
を
倫
理
的
に
問
題
視
す
る
記
事
を
発
表
し
て
い

る
。
こ
の
投
書
に
は
、
論
旨
全
て
に
は
賛
成
し
か
ね
る
が
掲
載
は
喜
ん
で
す
る
と
い
う
編
集
部
の
注
記
が
添
え
ら
れ
て
い
る
（C

am
illa Jellinek, D

ie 

K
ellnerinnen, in: Frankfurter Zeitung und H

andelsblatt, N
r. 325, 24. N

ovem
ber 1910, Erstes M

orgenblatt, S. 1, in: B
A

rch N
 1137/19.

）。

10　

 「
吉
野
法
學
士
の
歸
朝
」、『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
二
年
七
月
三
日
（
第
九
千
六
百
七
十
六
號
）、
三
頁
。

11　

 

今
野
元
「
吉
野
作
造
の
見
た
近
代
ド
イ
ツ 

― 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
側
面
と
し
て
」、『
年
報
政
治
学
』
掲
載
申
請
中
。

（260）




